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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

 

総務課関係       人権のつどい開催事業 ・・・・・・・・・・・・・・ １ 

            地域防犯推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

            国際交流事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

            新庁舎建設計画事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

自主防災組織支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

            キッズ防火隊促進事業 ・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

災害時避難所物資整備事業 ・・・・・・・・・・・・ ７ 

            生活道路等における交通安全対策事業 ・・・・・・・ ８ 

            消防団支援隊活動事業 ・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

            多機能消防資機材整備事業 ・・・・・・・・・・・ １０ 

 

企画・財政課関係    第５次まちづくり総合計画策定事業 ・・・・・・・ １１ 

奥山田ふれあい交流館管理運営事業 ・・・・・・・ １２ 

            ともに創るまちづくり推進事業 ・・・・・・・・・ １３ 

            町内産材活用バス停整備費補助金・・・・・・・・・ １４ 

            バスカードシステム整備費補助金 ・・・・・・・・ １５ 

コミュニティバス運行管理補助金 ・・・・・・・・ １６ 

            ＪＲ奈良線高速化・複線化事業費補助金 ・・・・・ １７ 

福祉バス運行事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

              

戸籍・保険課関係    戸籍電算化導入事業 ・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

高齢者人間ドック事業 ・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

            特定健康診査実施事業 ・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

生活習慣病予防対策事業 ・・・・・・・・・・・・ ２２ 

            医療費適正化・抑制推進事業 ・・・・・・・・・・ ２３ 

後期高齢者健康診査事業 ・・・・・・・・・・・・ ２４ 

 

福祉課関係       障がい福祉計画策定事業 ・・・・・・・・・・・・ ２５ 

            障がい者自立支援給付等事業 ・・・・・・・・・・ ２６ 

            障がい者地域生活支援事業 ・・・・・・・・・・・ ２７ 

            障がい者のための交通支援事業 ・・・・・・・・・ ２８ 

            障がい者コミュニケーション支援事業 ・・・・・・ ２９ 

障がい者福祉新施設整備支援事業 ・・・・・・・・ ３０ 

臨時福祉給付金事業 ・・・・・・・・・・・・・・ ３１ 

福祉応援金支給事業 ・・・・・・・・・・・・・・ ３２ 

子育て支援医療費支給事業 ・・・・・・・・・・・ ３３ 

シルバー人材センター運営補助事業 ・・・・・・・ ３４ 

町内産材活用やすらぎ荘浴室整備事業 ・・・・・・ ３５ 



 

 

            子ども・子育て支援事業計画策定事業 ・・・・・・ ３６ 

子育て世帯臨時特例給付金事業 ・・・・・・・・・ ３７ 

            地域子育て支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・ ３８ 

保育充実事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９ 

保育所安心安全対策事業 ・・・・・・・・・・・・ ４０ 

多子家庭応援保育料軽減事業 ・・・・・・・・・・ ４１ 

 

健康長寿課関係     療育教室運営事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ ４２ 

高齢者福祉サービス事業 ・・・・・・・・・・・・ ４３ 

            健やかうじたわら２１プラン改定事業・・・・・・・ ４４ 

            健康増進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５ 

            健康づくり応援「買い物ポイント」事業 ・・・・・ ４６ 

各種がん検診事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ ４７ 

            節目のがん検診推進事業 ・・・・・・・・・・・・ ４８ 

            ハッピー・マタニティ支援事業 ・・・・・・・・・ ４９ 

            スリムで健康事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ ５０ 

            脳の疾患早めの発見検診助成事業 ・・・・・・・・ ５１ 

            母子保健事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５２ 

            各種予防接種等対策事業 ・・・・・・・・・・・・ ５３ 

            感染症予防ワクチン接種助成事業 ・・・・・・・・ ５４ 

            介護保険事業計画策定事業 ・・・・・・・・・・・ ５５ 

            介護サービス給付費 ・・・・・・・・・・・・・・ ５６ 

            地域支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５７ 

             

建設・環境課関係    家庭用資源有効利用設備設置補助事業 ・・・・・・ ５８ 

住宅用太陽光発電システム設置補助事業 ・・・・・ ５９ 

            薪・ペレットストーブのある暮らし推進事業 ・・・ ６０ 

            環のくらし地域活動促進事業 ・・・・・・・・・・ ６１ 

            プラマーク容器包装分別啓発事業 ・・・・・・・・ ６２ 

            宇治田原山手線整備促進住民会議助成金 ・・・・・ ６３ 

            道路ネットワーク検討事業 ・・・・・・・・・・・ ６４ 

            主要町道新設改良事業 ・・・・・・・・・・・・・ ６５ 

            集落内生活道路改良事業 ・・・・・・・・・・・・ ６６ 

            宇治田原山手線整備事業 ・・・・・・・・・・・・ ６７ 

            舗装長寿命化修繕事業 ・・・・・・・・・・・・・ ６８ 

            河川改修事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６９ 

            町営住宅耐震診断事業 ・・・・・・・・・・・・・ ７０ 

            建築物耐震改修促進計画改定事業 ・・・・・・・・ ７１ 

             

産業振興課関係     町内雇用促進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ ７２ 

            日本緑茶発祥のまち魅力発信事業 ・・・・・・・・ ７３ 



 

 

            高級茶生産振興事業 ・・・・・・・・・・・・・・ ７４ 

            農林業振興事業費補助金 ・・・・・・・・・・・・ ７５ 

            大福茶園再造成事業 ・・・・・・・・・・・・・・ ７６ 

林地内危険木緊急撤去事業 ・・・・・・・・・・・ ７７ 

            有害鳥獣対策事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ ７８ 

            中小企業経営支援事業 ・・・・・・・・・・・・・ ７９ 

がんばる まちの商店・企業応援事業 ・・・・・・ ８０ 

プレミアム商品券発行事業補助金 ・・・・・・・・ ８１ 

観光振興計画策定事業 ・・・・・・・・・・・・・ ８２ 

末山・くつわ池自然公園管理業務委託事業 ・・・・ ８３ 

 

教育委員会 

 教育課関係      小中一貫教育推進事業 ・・・・・・・・・・・・・ ８４ 

            学校の教育力向上支援事業 ・・・・・・・・・・・ ８５ 

「こども司書」育成事業 ・・・・・・・・・・・・ ８６ 

            外国人青年招致事業 ・・・・・・・・・・・・・・ ８７ 

            幼稚園教育振興費 ・・・・・・・・・・・・・・・ ８８ 

高校生通学費補助金 ・・・・・・・・・・・・・・ ８９ 

学力充実事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９０ 

            特別支援教育充実事業 ・・・・・・・・・・・・・ ９１ 

            茶の里っ子を育む学習事業 ・・・・・・・・・・・ ９２ 

            本に親しみ豊かな心を育む図書整備事業 ・・・・・ ９３ 

中学生ふれあいサポーター配置事業 ・・・・・・・ ９４ 

英語力向上推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・ ９５ 

生涯学習推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ ９６ 

宇治田原ふるさと文化賞実施事業 ・・・・・・・・ ９７ 

            宇治田原歴史資料活用推進事業 ・・・・・・・・・ ９８ 

            放課後子ども教室推進事業 ・・・・・・・・・・・ ９９ 

            読み聞かせボランティア養成事業 ・・・・・・・ １００ 

            放課後児童健全育成事業 ・・・・・・・・・・・ １０１ 

健康トライ！いきいきスポーツ実践事業 ・・・・ １０２ 

            みんなで食べよう！ふれあい給食開催事業 ・・・ １０３ 

 

上下水道課関係     下水道普及促進事業 ・・・・・・・・・・・・・ １０４ 

            公共下水道（管渠）整備事業 ・・・・・・・・・ １０５ 

            公共下水道（処理場）整備事業 ・・・・・・・・ １０６ 

浄化槽建設事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ １０７ 

            合併処理浄化槽設置整備事業 ・・・・・・・・・ １０８ 

            西ノ山配水池系統（銘城台安定供給）新設事業 ・ １０９ 

            くつわ池送水管新設事業・・・・・・・・・・・・ １１０ 

            水道施設耐震診断事業 ・・・・・・・・・・・・ １１１ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事  業  名 人権のつどい開催事業 

予  算  額 ４７０千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 人権問題啓発事業補助金 

 

事 業 内 容 

 

〈趣 旨〉 

 人権尊重思想の普及高揚及び人権問題に対する住民の正しい理解と認

識を深めるため、人権週間に合わせて「人権のつどい」を開催する。 

 

〈内 容〉 

 □人権啓発講演会 

  ・講演会を通じて、住民の人権問題についての理解と関心を深め 

   るとともに、人権意識の高揚を図る 

       

 □行政相談・人権相談コーナー 

  ・人権問題について、気軽に相談できる場所として開設 

  ・相談業務については、行政相談委員・人権擁護委員が担当 

 

 □人権作品募集事業 

  ・人権作品（標語）の募集を通して、人権意識の高揚を図る 

 

 □人権啓発ポスター等の展示 

  ・人権週間中に啓発ポスター等を展示 

   

 

※ 人権週間 １２月４日～１０日 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 
総務課 

戸籍・保険課 
電 話 

８８－６６３１ 

８８－６６３４ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 地域防犯推進事業 

予 算 額 ３，０６１千円 新規継続の別 拡 充 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

  住民が安心・安全に暮らすことができる地域社会を実現するため、

総合的かつ有機的な防犯活動を推進する。 

 

〈内 容〉 

□旧田原交番跡地整備工事 

  宇治田原町交番新築により、町に返還された旧田原交番跡地に町内町内町内町内

産産産産材材材材をををを活用活用活用活用したしたしたした青色回転灯青色回転灯青色回転灯青色回転灯付付付付のののの（（（（仮称仮称仮称仮称））））安心安全安心安全安心安全安心安全防犯防犯防犯防犯ステーションステーションステーションステーション「「「「警警警警

察官立寄所察官立寄所察官立寄所察官立寄所」」」」を整備する。 

 

□公用車への青色回転灯装備 

  公用車２台（保育所公用車（軽自）・教育委員会新公用車（軽自）） 

 に青色回転灯を装備し、青色パトロールカーとして登録することによ

り、防犯パトロール等に活用する。 

 

□地域防犯活動の推進 

①住民、地域活動団体、事業者、警察、町等で組織する宇治田原町

地域防犯推進ネットワーク協議会を中心に緊密に連携・情報を共

有するとともに、パトロールや啓発等により防犯意識の高揚を推

進する。 

 

②自主防災会が地域防犯を目的に整備する資機材を「宇治田原町自

主防災組織安心安全活動助成金」により助成（補助率：１／２・

上限：１０万円）する。【別掲】 

 

 

担 当 課 総務課 電 話 ８８－６６３１ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 国際交流事業 

予 算 額 １８３千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

〈趣 旨〉 

 本町住民の心のよりどころである「お茶」を架け橋とした国際交流を推進す

る。 

〈内 容〉 

 □交流事業〔お茶交流〕 

  中国雲南省政府を窓口に、児童・生徒の『お茶』を通じた友好づくり。 

  ・お茶のプレゼント交換（学校茶園製の新茶     中国茶） 

  ・メッセージ等の交換 

 □学習事業〔国際交流講座〕 

  交流先であるお茶のルーツ地「中国（雲南省）」との相互理解を深め、友

好交流を図る。 

  ・「国際交流講座～中国を知ろう!!～」の開催（一般成人対象） 

    京都府名誉友好大使，京都府立大学との連携。生涯学習講座 

  ・「国際理解のつどい」の支援（児童対象） 

    京都府名誉友好大使の派遣。中国茶の試飲、学校茶園で茶摘み交流 

 □啓発〔お茶のルーツ啓発〕事業 

  各種イベント・行事における中国茶の試飲やパネル展示等の啓発 

  ・ふるさとまつり内での中国茶・文化紹介コーナーの設置 など 

 □調査・研究，情報交換事業 

  民間交流団体（友好協会等）の組織化に向けた調査・研究及び支援 

  ・京都府国際課，京都府国際センターを通じた情報収集・意見交換 

  ・富山県・長崎県や高山市等自治体や団体等との交流に係る情報交換 

 □民間交流団体の育成・支援 

  住民主体の学習団体の育成支援 

  ・漢単（かんたん）サークルの育成支援（助言等） 

〈その他〉 

 ・雲南農業大学と学術交流を進めている京都府立大学との事業連携の推進 

 ・将来的には、民間交流団体（友好協会等）を設立し「お茶」を通じた国際

交流の推進を民間レベルで進めていく。 

担 当 課 総務課 電 話 ８８－６６３１ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  新庁舎建設計画事業 

予 算 額 １２，０００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

〈趣 旨〉 

新庁舎の建設は、宇治田原町の将来のあり方をはじめ、住民と行政の協働な

ど住民・議会・行政の関係のあり方、さらには市街地の将来構造などに大きな

影響をもたらす根幹事業であることから、まちづくりの構想を踏まえ、新庁舎

建設に係る基本構想及び基本計画を策定する。 

〈目 的〉 

下記の４項目の問題を解決するため、新庁舎建設を検討する。 

① 現在、本庁組織機能が分散を余儀なくされており、中でも本庁舎は昭

和３４年に建設され５５年が経過し、地震対策が施されていないことか

ら、速やかな整備が必要。 
② 本庁部門が数箇所に分散している職員配置では円滑な行政事務の推進

に支障をきたしている。 
③ 将来的な行政の方向性、すなわち協働自治の理念に資するためにも、

その受け皿となる空間が必要。 
④ 災害対策活動の拠点となる空間及び住民の防災意識を啓発する空間が

必要。 
〈内 容〉 

◎宇治田原町新庁舎建設調査研究・企画及び基本設計業務 
○企画 

    ・将来を展望した施設像の検討 
    ・地域性を活かすあり方の検討 

○基本計画 
・与条件の把握 

 ・法令上の諸条件の調査 
・官公庁との折衝 

 ・敷地条件についての調査検討 
 ・計画素案の作成 
 ・工事費略概算の作成 

・設計工程の作成 
・類似先進事例の調査 
・地質調査 

○基本設計 
・測量 

〈対象建物〉 
 庁舎、保健センター、防災センター、議事堂 

担 当 課 総務課 電 話 ８８－６６３１ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  自主防災組織支援事業 

予 算 額 ３，７３２千円 新規継続の別 拡 充 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 みらい戦略一括交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基づき、区等の単

位で発足した自主防災組織へ防災資材を支給するとともに地域で必要と思われる

防災資機材等の整備に対する補助を大幅に拡充することにより共助の促進を図る。

また、各自主防災会の相互連携を図るため、「地域自主防災会等連絡協議会」を

開催し、安心安全なまちづくりを推進する。 

   

〈内 容〉 

 □防災資材の支給 

   出水期前にスコップ・土のう袋を支給し、各地区に土のうの備蓄を促進 

 □防災資機材等の整備に対する補助拡充 

「宇治田原町自主防災組織安心安全活動助成金交付要綱」を新たに 

   制定（「宇治田原町自主防災組織資機材整備事業補助金交付要綱」は廃止） 

① 防災資機材・備蓄物資等の整備に対して補助を拡充 

世帯数及世帯数及世帯数及世帯数及びびびび土砂災害警戒区域箇所数土砂災害警戒区域箇所数土砂災害警戒区域箇所数土砂災害警戒区域箇所数にににに応応応応じたじたじたじた上限額上限額上限額上限額をををを設定設定設定設定    （（（（１５１５１５１５万円万円万円万円

～～～～４７４７４７４７万万万万５５５５千円千円千円千円））））しししし、、、、補助率補助率補助率補助率を２を２を２を２／／／／３に３に３に３に拡充拡充拡充拡充（（（（現行現行現行現行１１１１／／／／２２２２））））    

    ②地域防犯地域防犯地域防犯地域防犯・・・・交通交通交通交通をををを目的目的目的目的にににに整備整備整備整備するするするする資機材資機材資機材資機材をををを新新新新たにたにたにたに助成助成助成助成（（（（補助率補助率補助率補助率：：：：１１１１／／／／２・２・２・２・

上限上限上限上限：：：：１０１０１０１０万円万円万円万円）））） 

□自主防災組織による防災訓練等の支援 

  □地域自主防災会等連絡協議会の開催  

    ・出水期や台風襲来期に備え、必要に応じ連絡協議会を開催し、減災対策や災

害時の対応等について協議を行う。 

     

〈経 過〉 

  平成１７年１１月  自主防災組織検討委員会を設置 

  平成１８年 ８月  自主防災リーダー発足 

  平成２５年 ８月  全１１地区に自主防災組織が発足 

   平成２５年１１月   初の小学校区単位での訓練を田原小学校で実施  

担 当 課 総務課 電 話 ８８－６６３１ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事  業  名 キッズ防火隊促進事業 

予  算  額 ２４３千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容 

 

〈趣 旨〉 

  将来の地域防災を担う人材を育成するため、各地区自主防災会が児

童で組織する「キッズ防火隊」の発足を促進する。 

 

〈内 容〉 

少年期から火災・災害を予防する方法を地域で学ぶことは、将来の

地域防災を支える人づくりに重要であり、地域ぐるみの防災体制の確

立につながるため、各地区自主防災会が児童で組織する「キッズ防火

隊」を発足する際、必要な備品を貸与する。（発足時に限る。） 

 

 貸与備品：ジャンパー・キャップ（発足時隊員数分） 

担 当 課 総務課 電 話 ８８－６６３１ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事  業  名 災害時避難所物資整備事業 

予  算  額 ６２４千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 みらい戦略一括交付金 

 

事 業 内 容 

 

〈趣 旨〉 

 災害時等において避難場所に生活物資の備蓄や防災資機材の整備・充実を行

い、住民が安心して暮らすことができるまちづくりを推進する。 

 

〈内 容〉 

 □災害用食糧（アルファ米）の配備 

 ・宇治田原小学校に５００食を配備 

※アルファ米＝お湯か水を注ぐだけで、ご飯ができあがる乾燥ご飯。 

平成２０年度より５年間で避難所に２，５００食を配備済 

   ※賞味期限間近の食糧は、防災訓練等で配布する。 

 

 

 □配備済み備蓄資材 

 ・備蓄倉庫 

   田原小学校・宇治田原小学校・住民体育館 

・造水機 

   田原小学校・宇治田原小学校・住民体育館・奥山田ふれあい広場 

・災害対策用コンロ・鍋（一時避難場所、避難所） 

・災害用毛布（一時避難場所、避難所） 

・避難場所用緊急マット（避難所） 

 ・投光器・発電機・食糧用消耗品（皿・箸・スプーン・コップ） 

   やすらぎ荘・住民体育館・維孝館中学校・ 

田原小学校・宇治田原小学校・奥山田ふれあい交流館 

 ・ブルーシート 

   住民体育館・総合文化センター 

 ・パーテーション 

   やすらぎ荘・奥山田ふれあい交流館 

 ・福祉避難所にかかる物資の配備（哺乳瓶・粉ミルク・紙おむつ等） 

  保健センター・やすらぎ荘 

担 当 課 総務課 電 話 ８８－６６３１ 



- 8 - 

平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 生活道路等における交通安全対策事業 

予 算 額 ７７千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 朝夕の交通量が多い国道３０７号や町道郷之口岩山線をはじめ、昨年

９月の京都府台風１８号災害以降、交通量が大きく増加した町道郷之口

湯屋谷線において、小・中学生の登下校時における危険性が高まってい

る。 

また、国道からの迂回車両が生活道路へと流れ込み、住民生活の安全

面においても、その影響が出てきていることから、交通安全対策を図る。 

  

〈内 容〉 

① 国道等から生活道路へ迂回する車両に対する住民生活の安心・安全

の確保を図るため、「生活道路等における交通安全対策会議」（設置年

月：平成２３年７月、構成員：工業団地管理組合や（株）ニチダイ宇

治田原工場、関係地区の区長、田辺警察署、町職員）において、交通

安全対策の方策について協議・研究を行う。 

 

② 町道郷之口岩山線等における交通安全対策として、ドライバーに速

度抑制や国道通行を呼びかける啓発チラシの配布を行う。また、併せ

て、当該路線における交通安全施設（道路標示・カーブミラー等）の

点検を行い、危険箇所等への対応を検討する。 

 

③ ドライバーに交通事故防止の注意喚起を促す啓発看板の設置を行う。 

 

 

 

担 当 課 総務課 電 話 ８８－６６３１ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  消防団支援隊活動事業 

予 算 額 １，３７３千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 消防団員の就業形態の変化等により、特に昼間における防災力や地理

的情報不足による即時対応力の低下が全国的に課題となる中で、災害に

よる被害軽減を図る観点から、地域防災の要である消防団の活動を平常

時より支援する「消防団支援隊」を発足し、地域消防力の強化を図る。 

 

〈内 容〉 

 （１）宇治田原町消防団支援隊を設置 

  ①隊員数各地区１０名程度 

  ②消防団退団者等で健康で消防団活動に理解のある成人をもって 

   組織 

 （２）支援隊員の被服、ヘルメット、長靴等の整備 

 

〈経 過〉 

 平成２０年７月宇治田原町地域消防力強化検討委員会の設置 

 平成２１年２月同委員会より意見具申 

  ・消防団後方支援隊のあり方について 

平成２１年１１月１日 ・立川支援隊発足   隊員数１２名 

平成２３年 １月１日 ・岩山支援隊発足   隊員数１０名 

平成２３年 ３月 1 日 ・禅定寺支援隊発足  隊員数１０名 

平成２３年 ４月１日 ・郷之口支援隊発足  隊員数１０名 

平成２３年 ６月１日 ・奥山田支援隊発足  隊員数１０名 

平成２３年 ８月 1 日 ・南支援隊発足    隊員数１２名 

平成２５年 ４月 1 日 ・立川支援隊任期更新 隊員数１２名 

 

 

 

 

担 当 課 総務課 電 話 ８８－６６３１ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  多機能消防資機材整備事業 

予 算 額 ７，２６６千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 
電源立地地域対策交付金 

地域防災力総合支援事業補助金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 風水害をはじめとするあらゆる自然災害への対応を想定し、消防団車

両等更新計画に基づき、多機能型消防車両及び多機能資機材の整備を行

い、宇治田原町消防力の充実を図る。 

 

〈配 備〉  

 第２分団第２部（荒木） 多機能型消防車両(京都式モデル) 

 

〈多機能消防車両〉 

（１）車両形態 

   普通貨物車タイプ（４WD） 

（２）装 備 品 

   ①通常の消火資機材 

   ②救助・救急機材（チェーンソー、AED、救急セット） 

   ③その他資機材（投光器、発電機等） 

 

 

担 当 課 総務課 電 話 ８８－６６３１ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 第５次まちづくり総合計画策定事業 

予 算 額 １２，０６６千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 第４次まちづくり総合計画の基本計画の計画期間が平成２７年で終了

することから平成２６～２７年度において、第５次まちづくり総合計画

を策定する。 

 ※第４次まちづくり総合計画 

  策定：平成１８年３月 

  基本構想計画期間：平成１８年～平成３２年（１５年間） 

  基本計画計画期間：平成１８年～平成２７年（１０年間） 

 

〈内 容〉 

 ○計画策定体制 

  ▽まちづくり総合計画審議会 

   ・町長の諮問機関として総合計画について調査又は審議を行い、

意見を述べ、町長に対し審議結果を答申。 

   ・町議会が推薦する町議会議員、学識経験者、その他町長が必要

と認める者で構成（一般公募委員による参画も予定） 

  ▽まちづくり総合計画策定会議 

   ・審議会の経過をまとめるとともに、具体的な総合計画の策定を

行う庁内策定組織。 

 

 ○策定スケジュール 

▽平成２６年度 基本構想策定 

   ・現行計画の総括、住民等意識調査、住民懇談会の開催、基礎調

査（人口推計、財政推計）、策定方針及び策定行程の決定 

   

▽平成２７年度 基本計画策定 （債務負担７，４８０千円）  

 ・各課における施策立案、マネジメント方法の決定、計画書作成 

 

担 当 課 企画・財政課 電 話 ８８－６６３２ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 奥山田ふれあい交流館管理運営事業 

予 算 額 １，４８２千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 平成１９年度に宇治田原小学校と統合し閉校となった旧奥山田小学

校について、調理室や老人憩いルーム、多目的会議室等を備えた「宇

治田原町奥山田ふれあい交流館」として、住民等が主体的に行うまち

づくり活動及び交流の拠点として活用できるよう管理運営を行う。 

 

〈内 容〉 

 宇治田原町奥山田ふれあい交流館の運営管理等 

 施設内容：（１階）老人憩いの室、郷土資料室、事務室、調理室等 

      （２階）会議室１、会議室２等 

       グラウンド 

 

〈経 過〉 

 平成１８年度 

  ・奥山田小学校閉校（平成１９年３月） 

  ・施設利用検討委員会による活用方法の検討 

 平成２０年度 

  ・検討委員会から教育委員会への提言、教育委員会より設置者へ

報告（社会福祉関係施設、体験型社会教育施設として活用検討） 

 平成２１～２４年度 

  ・教員ＯＢ、地域住民等による資料収集 

  ・整理、昔の学校行事風景写真・資料の展示 

 平成２４年度 

  ・奥山田区より今後の利用について要望書提出 

 

 

 

 

担 当 課 企画・財政課 電 話 ８８－６６３２ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 ともに創るまちづくり推進事業 

予 算 額 ２９２千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 「自助・共助・公助」の考え方に基づく住民と行政との協働のまちづ

くりを推進する指針となる「ともに創るまちづくり推進条例」（以下、

「条例」という。）に基づき、住民と行政とが、それぞれの立場で自立

し、心と心をつなぎ、知恵を出しあい、ともにまちを創り上げていく「

協働のまちづくり」を推進する。 

 

〈内 容〉 

 平成２３年度に、条例第１１条に定められた「条例を推進するための

協議会」である「宇治田原町ともに創るまちづくり推進協議会」を中心

に、条例を具現化するための計画となる「宇治田原町ともに創るまちづ

くり推進計画」の推進を図っていく。 

 

 〇 ともに創るまちづくり推進協議会 

 運営委員会を計６回開催予定 

 〇 ともつくカフェ ４回開催予定 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 企画・財政課 電 話 ８８－６６３２ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  町内産材活用バス停整備費補助金 

予 算 額 ３，２５０千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 利用者の利便性・快適性の向上のためバス事業者が行う町内産材を活

用したバス停整備に対して支援を行うことにより、路線バスの利用促進

や町内産材の活用促進を図る。 

 

〈内 容〉 

 ▽事業実施主体 

京阪宇治バス株式会社 

  

▽整備されるバス停 

  下町、大宮道、岩山、長山口、宇治田原小学校前の下り５か所のバ 

ス停 

 

▽補助率 

 事業費の１／２ 

 

担 当 課 企画・財政課 電 話 ８８－６６３２ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 バスカードシステム整備費補助金 

予 算 額 １，０５４千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 
〈趣 旨〉 

路線バスの利用者の利便性の向上のためバス事業者が行うＩＣカー

ドシステム導入に対して、京都府や沿線市町と協調して支援を行うこ

とにより地域公共交通の確保・維持・改善を支援する。 

〈内 容〉 

 ▽事業実施主体 

京阪宇治バス株式会社 

 ▽事業内容 

  本町の路線バスの事業者である京阪宇治バス㈱が、公共交通機関

の利用促進策の一環として、関西圏を中心とした鉄道・バス事業者

で運営する「スルッとＫＡＮＳＡＩ」が提供する交通系ＩＣカード

システム「ＰｉＴａＰａ（ピタパ）」を一般乗合路線全エリアへ導

入するにあたり府、沿線市町（京都市、宇治市、城陽市、京田辺市、

久御山町）と協調して補助金を交付する。 

 

  

 

 

 

 
 

▽補助金 

 ・沿線市町：補助対象事業費×市町別営業走行キロ率×1/10 

=9,318 千円 

・本町:97,580,000 円×10.8102％×1/10＝1,054 千円 

・京都府 補助対象事業費×1/10（上限：沿線市町の補助合計額） 

97,580,000 円×1/10＝9,758 千円→（滋賀県域を除く）9,318 千円 

※ 国（国土交通省） 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（利

用環境改善促進等事業）補助対象事業費×１／３ 

担 当 課 企画・財政課 電 話 ８８－６６３２ 

※当該システムは、「ＰｉＴａＰａ」を導入している鉄道、バスでの共通乗車やＪＲ西日本「Ｉ

ＣＯＣＡ」 との相互利用も可能で乗り継ぎの円滑化に資する施策である一方、１か月間の利用

額によって１０％～３０％の割引が受けられる。また、交通系利用以外の買い物や飲食物等物

販対応の多機能化への進展も進んでおり、様々な生活シーンでの活用範囲が広がっているポス

トペイ（後払い）決済サービス。 



- 16 - 

平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  コミュニティバス運行管理補助金 

予 算 額 ５，０２０千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 みらい戦略一括交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 地域住民の日常的な交通手段を確保するため、区及び自治会が単独又

は複数でコミュニティバス運行事業を実施することに対して必要な支援

を行う。 

 

〈補助対象者〉 

 奥山田区・湯屋谷区バス運営委員会 

 

〈補助対象経費〉 

 ・コミュニティバスの年間運営経費に対して助成 

 ・対象経費内訳  

  人件費、燃料費、保険料、消耗品費、代替車両借上料、 

  車両点検整備手数料、修繕費等 

 

〈補助金額〉 

 補助対象経費の２／３（木元地域、川上地域運行分は１０／１０） 

 

〈運行内容〉 

  平  日  ２０便／日（スクールバス併用４便） 

  土日祝日  １８便／日 

    

・路線 

  維中前⇔岩山⇔長山口⇔宇小前⇔工業団地口⇔局前⇔湯屋谷 
 

⇔大福⇔奥山田⇔川上⇔木元⇔栢村⇔茶屋村 

 

 ・利用者数  

  ９，０１１人（平成２４年度） 

 

担 当 課 企画・財政課 電 話 ８８－６６３２ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  ＪＲ奈良線高速化・複線化事業費補助金 

予 算 額 １，４７９千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 ＪＲ奈良線の利便性向上による京都府南部地域の活性化を図るため、

ＪＲ西日本が実施するＪＲ奈良線の高速化・複線化第２期事業を支援す

る。 

〈内 容〉 

 ▽事業実施主体 

西日本旅客鉄道株式会社 

 ▽事業内容 

  ・鉄道等設計 

・環境影響評価 

 ▽事業区間   

   ＪＲ藤森駅～宇治駅、新田駅～城陽駅、山城多賀駅～玉水駅の３区

間及び京都駅、棚倉駅２駅の構内（14.0 ㎞） 
 

〈２６年度事業費及び負担割合〉 

事業費：３５０，０００千円 

負担割合：ＪＲ西日本 ９３／３６９、京都府 １３８／３６９ 

沿線市町 １３８／３６９ 

本町負担 ３５０，０００×１３８／３６９×１．１３％ 

           ＝１，４７９千円 

      ※１．１３％＝均等割 0.91＋人口割 0.22 

※参考 

ＪＲ奈良線 全延長 34.7 ㎞ 

第１期整備延長〈H9～13〉  8.2 ㎞(24%) 

第２期整備延長       14.0 ㎞(22.2 ㎞ 64%) 
  

総事業費（２５～２７年度） 

  １，０００，０００千円（Ｈ２５：１３３，６９６千円、Ｈ２６： 

  ３５０，０００千円、Ｈ２７：５１６，３０４千円） 

担 当 課 企画・財政課 電 話 ８８－６６３２ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 福祉バス運行事業 

予 算 額 １０，６０４千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 みらい戦略一括交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

高齢者及び障がい者等の日常的な交通手段を確保するため、福祉バス

を運行し、住民福祉の向上を図る。 
 

〈利用対象者〉 

・概ね６５歳以上の者 

・障がい者等で、歩行等による移動が困難な者 

・妊婦 

・小学校就学前の子どもを連れた保護者 等 
 

〈運行ダイヤ〉 

 ・月曜日から金曜日 

（祝日、8 月 14 日～8 月 16 日及び 12 月 28 日～翌年 1 月 4 日を除く） 
 

〈運行経路及び運行便数〉 

① 禅定寺～銘城台（１１便／日） ② 立 川～銘城台（１３便／日）  

③ 高尾（６便／日）※週２回 
 

〈利用者数〉 

24 年度：14,011 人、23 年度：15,576 人、22 年度 14,856 人 

 

〈利用周知のための取組〉 

・福祉バスに関するクイズを出題し、正解者の中から抽選で町の特産品

をプレゼント。 

担 当 課 企画・財政課 電 話 ８８－６６３２ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 戸籍電算化導入事業 

予 算 額 １０，６２２千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 戸籍情報の安全管理及び行政サービスの向上と事務の効率化を図るた

め、戸籍情報の電算化を進める。 

 

〈事業効果〉 

事務処理の効率化 ・戸籍の自動編製及び情報の一元化により事

務的コスト縮減 

行政サービスの向上 ・迅速な証明発行により、窓口での待ち時間

短縮 

・字体の統一、戸籍証明の項目化により見や

すい戸籍となる 

戸籍の安全管理強化 ・原本の磁気化により毀損・滅失のリスクを

解消 

・磁気原本のパスワード管理により個人情報

保護を強化 

 

〈その他〉 

 平成２５年１１月より現在戸籍システムの運用を開始。 

 また、災害等による戸籍の滅失を防止するため、法務省が戸籍副本デ 

ータの情報を遠隔地で管理するシステムに接続。平成２６年１月より総 

合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を介して副本データの送信を開始。 

 

〈年次計画〉 

２６年度  ７月 改製原戸籍・除籍システム運用開始（導入完了） 

 

担 当 課 戸籍・保険課 電 話 ８８－６６３４ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 高齢者人間ドック事業 

予 算 額 １，１８４千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ その他 ）・単 独 補 助 制 度 名 高齢者人間ドック助成交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 高齢者の健康の保持増進を図るため、疾病の早期発見・早期治療に

効果のある人間ドックを受診する７５歳以上の住民に対し、受診費用

の一部を助成する。 

 

〈対象者〉 

 ７５歳以上の住民（後期高齢者医療被保険者） 

 ※一定の障がいのある６５歳以上の方を含む 

 

〈検査内容〉 

人間ドック、脳ドック、肺ドック、前立腺癌検査 

  費用 男 41,040 円/件（28,730 円/件） 

     女  44,280 円/件（31,000 円/件）※( )内助成額 

     指定医療機関での人間ドック受診費用の７割を助成 

     （医療機関窓口での自己負担３割） 

 

〈実施期間〉 

 ２６年４月～２７年３月（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 戸籍・保険課 電 話 ８８－６６３４ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  特定健康診査実施事業〔国民健康保険特別会計〕 

予 算 額 ９，７６６千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 特定健康診査等負担金 

事 業 内 容  〈趣 旨〉 

 国保被保険者の健康の維持・改善を図るため、メタボリックシンドロー

ム（内臓脂肪型肥満）の早期発見を目的とした特定健康診査を行い、メタ

ボリックシンドローム及びその予備群とされた方に対して、特定保健指導

を実施する。 

〈内 容〉 

 〇特定健康診査 

  実  施 綴喜医師会の医療機関へ委託 

  案  内 個別通知、広報紙等による周知 

  対  象 ４０歳～７４歳の国民健康保険被保険者 

（見込者数：１，９５５人） 

  健診内容 問診、診察、計測、血液・尿検査、心電図検査等 

  自己負担 無料（平成 24 年度までは 1,000 円(70 歳以上及び非課税世帯を除く)) 

  受診期間 ７月～９月、１０月(予備月) 

 〇特定保健指導 

  対象者抽出    

  特定保健指導  外部委託（生活習慣病予防対策事業） 

  実施状況の管理  

〈数値目標〉 

  健診受診率 Ｈ２９時点で受診率７０％ 

  保健指導     〃    で６０％ 

  メタボリックシンドローム該当者及び予備群をＨ２９にはＨ２０対比

で２５％削減することをめざす。 

※ Ｈ２４実績 特定健診３８．２％（府内相対順位：１３位／２６） 

   〃    保健指導３９．２％（  〃   ： ３位／２６） 

担 当 課 戸籍・保険課 電 話 ８８－６６３４ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  生活習慣病予防対策事業〔国民健康保険特別会計〕 

予 算 額 ２，８２３千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 
 

 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 国保が実施している特定健診結果によりメタボリックシンドローム

又は予備群（以下「メタボ」という。）と判定された被保険者、健診

結果及びレセプト点検などの日常業務からわかる病状重症化の恐れが

ある者に対し保健指導を重点的に行い、将来の医療費抑制に繋げる。 
 
〈対象者〉 

 ○国保特定健診又は人間ドックによりメタボと判定された者 

 ○レセプト点検等から判定された糖尿病罹患（恐れがある）者 
 
〈事業イメージ〉重点的な保健指導 

  

 

 

 

 

 

 

※糖尿病は進行すると命に係わる合併症を引き起こすが、生活習慣（食生活等）に 

起因することが多く、生活習慣指導（改善）により重症化を防ぐことが可能。 

 

〈実施方法〉 

 対象者の抽出 ⇒ 特定保健指導（外部委託）    ⇒ 保健指導フォロー

アップ⇒ 実施状況（結果）の管理    
 

〈実施時期〉 

・特定保健指導（4月～※前年度検診結果による継続指導分）⇒ 

特定健診（7月～9月・10月(予備月）) ⇒ 結果返戻(9月～毎月) ⇒ 

特定保健指導(H26年度分)開始(10月～) 

担 当 課 戸籍・保険課 電 話 ８８－６６３４ 

【対象者】 

メタボリックシンド 

ローム又は予備群 

 

【対象者】 

糖尿病を罹患している 

若しくは罹患の恐れが 

ある者 

 

予防対策予防対策予防対策予防対策１１１１    予防対策予防対策予防対策予防対策２２２２    

生活習慣の改善・病気の予防・進行を防ぐ 

医
療
費
抑
制
に
つ
な
げ
る 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  医療費適正化・抑制推進事業〔国民健康保険特別会計〕 

予 算 額 ７９８千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 特別調整交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 被保険者にかかった医療費の個別通知や、ジェネリック医薬品（後発医

薬品）差額通知など、町国民健康保険の医療費抑制に向けた周知活動を通

じて、被保険者の健康の保持増進をめざした保健予防活動への機運を高め

るとともに、国保財政の健全化をめざす。 

 

〈内 容〉 

医療費通知 

被保険者の２か月ごとの医療費内容について、該

当となる全世帯に通知し、被保険者の保健予防意

識を高める。 

通知回数：年６回 

ジェネリック 

医薬品差額通知    

被保険者にとってもメリットのあるジェネリック

医薬品の利用促進を図るため、京都府が定めた府

内標準を基に先発医薬品処方者の中から対象者を

選定し、ジェネリック医薬品差額通知を行う。 

通知回数：年４回 

 

※ジェネリック医薬品（後発医薬品） 

  最初につくられた薬（新薬：先進医薬品）の特許が切れてから作られ

た薬。有効成分、用法・用量、効能及び効果が新薬と同じ医薬品として

申請され、厚生労働省の認可のもとで製造・販売された、新薬より安価

なもの。 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 戸籍・保険課 電 話 ８８－６６３４ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  後期高齢者健康診査事業〔後期高齢者医療特別会計〕 

予 算 額 ４，８１６千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ その他 ）・単 独 補 助 制 度 名 後期高齢者医療制度事業費補助金  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 高齢者の健康の保持増進を図るため、疾病の早期発見・早期治療を

目的とした健康診査を実施する。 

 

〈内 容〉 

 ○健康診査の実施 

  実  施 綴喜医師会の医療機関への委託 

  案  内 個別通知、広報紙等による周知 

  健診項目 基本項目（問診、診察、計測、血液・尿検査、心電 

図検査等） 

  自己負担 無料 

  受診期間 ７月～９月、１０月(予備月) 

 

〈対象者〉 

 後期高齢者医療保険被保険者 

 ・７５歳以上の方 

 ・６５歳以上７５歳未満で一定の障がいのある方 

 

〈費用負担〉 

 国、京都府後期高齢者医療広域連合、町が健診費用を負担 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 戸籍・保険課 電 話 ８８－６６３４ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  障がい福祉計画策定事業   

予 算 額 

 
１，２６１千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容 

 

〈趣 旨〉 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害

者総合支援法）に基づき、障がい福祉サービス、地域生活支援事業に関

する年度ごとの計画（事業量）とその確保のための方策等を定める「宇

治田原町第４期障がい福祉計画」を策定する。 

〈事業内容〉 

計画策定体制 「町障がい者基本計画等策定委員会」（学識経験

者、関係団体の代表者、関係行政機関、公募委員

等により構成）を組織し、計画策定に向けた議論

をいただく。 

策定スケジュ

ール（予定） 

○ 策定委員会での審議 

 第３期計画の総括、アンケート調査等を踏ま

えた計画素案の審議、パブリックコメント後の

計画案の審議 等 

※ 委員会については計３回程度を予定。 

○ 当事者等の意見を取り入れるしくみ 

・ 障がい者等に対するアンケート調査 

・ 福祉事業所等ヒアリング 

・ パブリックコメント 

〈計画で設定する主な目標〉 

 ○ 施設入所者の地域生活への移行、福祉的就労から一般企業等での

就労への移行に向けた数値目標とその確保のための方策 

 ○ 障がい福祉サービスや地域生活支援事業のサービス見込み量とそ

の確保のための方策 

〈計画期間〉 

平成２７年度～平成２９年度（３か年計画）   

担 当 課 福祉課 電 話 ８８－６６３５ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  障がい者自立支援給付等事業 

予 算 額 ２１９，７３６千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 障がい者自立支援給付費等負担金 他  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 障がい者等が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう必

要となる各種障がい福祉サービス給付等の支援を実施する。 

〈内 容〉 

事  項 事 業 内 容 事業費（千円） 

障がい支援区分認定 認定調査、主治医意見書、審査会委託 ３９６ 

自立支援給付 介護給付、訓練等給付 

 生活介護 

 就労継続支援(A型・B型) 

共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ・

ｹｱﾎｰﾑ） 

その他サービス費等 

１８１，４８０ 

72,866 

26,803 

21,427 

 

60,384 

障がい児通所給付 障がい児通所サービス 

(児童発達支援、放課後等デイサービス) 

１７，８３１ 

自立支援医療給付 自立支援医療給付 

(更生医療、育成医療) 

１４，４６７ 

補装具給付 補装具（補聴器、義肢、車いす

等）の給付 

２，４６２ 

障がい者福祉サー

ビス等利用支援 

（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ事業） 

京都府と市町村が協調して国

制度を上回る利用者負担軽減

策を実施 

２，０５５ 

その他  障がい福祉サービスシステムバ

ージョンアップ、保守等 

１，０４５ 

 

担 当 課 福祉課 電 話 ８８―６６３５ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 障がい者地域生活支援事業 

予 算 額 １２，６７４千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 障がい者地域生活支援事業費等補助金  

 

事 業 内 容 
〈趣 旨〉 

 障がい者等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう地

域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・

効果的に実施する。（国 1/2・府 1/4 補助） 

〈内 容〉 

事  項 事 業 内 容 事業費（千円） 

相談支援事業 障がい者等からのさまざまな相談に応じ、

必要な情報の提供や助言を行う。 

１，１４４ 

成年後見制度利用

支援事業 

成年後見制度の利用が有効と認められるも

のの、親族等による申立てが見込まれない

障がい者等に対し制度の利用を支援し、障

がい者等の権利擁護を図る。 

５００ 

日常生活用具 

給付事業 

重度障がい者等に、自立した日常生活を支

援する用具の給付を行う。 

３，１００ 

移動支援事業 屋外での移動が困難な障がい者等に対し、

外出のための支援を行う。 

２，４９７ 

地域活動支援セン

ター機能強化事業 

創作的活動や生産活動の機会の提供、社会

との交流促進などを行う地域活動支援セン

ターへの通所を支援する。 

３００ 

訪問入浴サービス

事業 

訪問により居宅において入浴サービスを提

供する。 

１７３ 

日中一時支援 

事業 

障がい者等の活動の場を提供するとともに

家族の就労支援や介護者の一時的な休息を

図るため、事業所等で日中における一時的

な見守りや日常的な訓練を行う。 

４，５６０ 

手話奉仕員等養成

事業 

聴覚障がい者への理解と知識を深め、コミュ

ニケーション支援活動への参加意欲を育て

るため、手話奉仕員養成講座等を開催。 

３００ 

自動車運転免許取

得・改造助成事業 

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に

要する費用の一部を助成する。 
１００ 

障がい者コミュニ

ケーション支援事

業 

【別掲】 

意思の伝達に支援が必要な障がい者等に対

して手話通訳者や要約筆記者を派遣する。 

 

（４１１） 

 

担 当 課 福祉課 電 話 ８８－６６３５ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  障がい者のための交通支援事業 

予 算 額 ３，１８２千円 新規継続の別 拡 充 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  
 

 福祉タクシー助成 障がい者施設通所交通費助成 

事業費 

（千円） 
２，４３２千円 ７５０千円 

趣 旨 外出困難な障がい者等に対し、ﾀｸ

ｼｰ料金及び自家用自動車の燃料代

金の一部を助成することにより、

障がい者の生活行動範囲の拡大と

社会参加の促進を図るとともに、

障がい児の保護者の経済的負担を

軽減する。 

障がい者が各種施設に通所す

るために要した交通費の一部

を助成することにより、障が

い者世帯の経済的負担を軽減

し、障がい者福祉の向上を図

る。 

内 容 ﾀｸｼｰﾁｹｯﾄまたはｶﾞｿﾘﾝ券として使

用できる「福祉ﾀｸｼｰ等利用券」を

対象者へ交付する。 

公共交通機関を利用して施設

に通所した場合、支払額の２

分の１を助成する。 

対象者 (1) 身体障がい者 

・視覚障がい      …１、２級 

・下肢、体幹機能障がい…１、２級 

・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこ

う、直腸、小腸、肝臓、免疫機

能障がい         …１級 

(2) 知的障がい者  …療育手帳Ａ 

(3) じん臓機能障がい者で人工透

析を受けている者 

…障がい等級不問 

(4) 障がい児通所サービス利用者

の保護者【新規】 

町内に在住する障がい者で、

施設へ公共交通機関を利用し

て通所する者 

その他 １年分として、100円券120枚綴り

１冊（12,000円分）を交付。ただ

し、上記(1)及び(3)に重複して該

当する方には２冊（24,000円分）

を交付。 

障がい者割引を受けた場合は

割引後の額に対して助成。 

関係要綱 福祉タクシー等事業実施要綱 

 

障がい者施設通所交通費助成

金交付要綱 
 

担 当 課 福祉課 電 話 ８８－６６３５ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  障がい者コミュニケーション支援事業 

予 算 額 ４１１千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 障がい者地域生活支援事業費等補助金  

 

事 業 内 容  
 

〈趣 旨〉 

 聴覚障がいや音声機能その他の障がいのある人のコミュニケーション

支援を推進するため、（福）京都聴覚言語障害者福祉協会及び町内のボ

ランティアサークルとの連携・協力関係を強化し、要約筆記者・手話通

訳者の派遣・設置を充実する。 

 ※ 要約筆記：聞こえなくてもわかるように、話し言葉をまとめて（要

約して）文字にして伝達するので「要約筆記（ようやく

ひっき）」という。 

〈実施内容〉 

 ○ 町、町教委等の主催事業（例：人権のつどい、敬老会等）におい

て要約筆記者を配置することにより、聞こえに不自由を感じている

住民が参加しやすく、また理解しやすい環境を整える。 

 ○ 要約筆記の派遣についてわかりやすく記載した周知・申込チラシ

を作成し、聞こえに不自由を感じている方々への周知を図る。 

  

〈事業スキーム〉 

 ○ 手話通訳者等派遣事業 

   従前どおり、住民からの申請に基づき、京都府登録手話通訳者・

要約筆記者を派遣する。（（福）京都聴覚言語障害者福祉協会へ委

託） 

 ○ 町内要約筆記ボランティアとの連携 

  町内ボランティアによる町主催事業での要約筆記協力のほか、定

期的な意見交換の場を設定するなど、ボランティアとの連携・協力

を推進する。 

担 当 課 福祉課 電 話 ８８―６６３５ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  障がい者福祉新施設整備支援事業 

予 算 額 ３，０００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 障がい者が地域での生活を安心して送ることができるよう、社会福祉

法人 宇治田原むく福祉会が新たに建設する、障がい福祉サービスを複合

的・総合的に提供する施設(ケアホーム・ショートステイ・居宅介護・相

談支援事業所)の整備費用を町独自に支援し、障がい者福祉の充実を図る

。 

 

〈整備予定の施設での提供サービスの概要〉  
ｻｰﾋﾞｽの名称 整備の予定 サービスの概要 

共同生活援助（ｸﾞ

ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ・ｹｱﾎｰﾑ） 

【追加整備】 

６室 

（居室） 

主として夜間において、入浴や排せつ、食

事の介護などが受けられる障がい者の共同

生活の場所  

ショートステイ 

（短期入所） 
【追加整備】 

２室 

（居室） 

自宅で介護する方が病気の場合などに、施

設において宿泊を伴う短期間の入浴、排せ

つ、食事の介護などを実施 

居宅介護 
【新規整備】 

１室 

(事務室) 

ホームヘルパーが障がい者の自宅を訪問し

入浴、排せつ、食事の介護などを実施 

相談支援 
【新規整備】 

１室 

(事務室) 

地域の障がい者の福祉に関する相談に応じ

情報提供・助言を行うとともに、障がい福

祉サービス事業所との連絡・調整を実施 

 

〈支援内容〉 

 事業主体である（福）宇治田原むく福祉会が国庫（府）補助を受け実

施する事業に対し、国庫（府）補助における本体整備費基準額の１／２

を町独自に助成する。 

○ 補助総額 ９，５００千円（国庫補助基準額：１９，０００千円） 

・ 平成２６年度補助額   ３，０００千円 

・ 平成２７年度以降補助額 ６，５００千円（予定） 

 ※ 法人の借入金に対する償還助成として、平成２７年度以降に

継続して補助 

担 当 課 福祉課 電 話 ８８－６６３５ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  臨時福祉給付金事業 

予 算 額 ２４，４００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 
臨時福祉給付金給付事業費補助金 

臨時福祉給付金給付事務費補助金 

 

事 業 内 容  

     

〈趣 旨〉 

 消費税率の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、低所

得者に対する適切な配慮を行うため、市町村が実施主体となり、暫定的

・臨時的な給付措置として「臨時福祉給付金」を給付する。 
 

〈給付対象者〉 

市町村民税（均等割）が課税されていない者から、以下の対象者を除

いた者 

① 市町村民税（均等割）が課税されている者の扶養親族等 
② 生活保護制度内で対応される被保護者等 

 ※ 住所地の基準日：平成２６年１月１日 
 

〈給付額〉 

給付対象者一人につき１万円 
※ 消費税率の引上げによる１年半分の食料品の支出額の増加分を参

考とし、１年半分を１回の手続きで支給。 
 

〈加算措置〉 

上記給付対象者のうち老齢基礎年金受給者、児童扶養手当受給者等に

ついては、一人につき５千円を加算。 

 

担 当 課 福祉課 電 話 ８８－６６３５ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  福祉応援金支給事業 

予 算 額 ３，３７２千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  
 

〈趣 旨〉 

 日常生活において、各種困難を克服しながら頑張っておられる方々

に対し、心の安定と福祉の増進を図ることを目的に福祉応援金を支給

する。 

 

〈内 容〉 

○支給対象者及び支給金額 

（１）ひとり親家庭児童等のうち小学校または中学校に入学する児童 

   １０，０００円（図書券） 

（２）介護者のうち６５歳以上の要介護４または要介護５の者と同居

し、介護している主たる介護者 

   ３０，０００円（町内商品券） 

（３）心身障がい者のうち住民税非課税世帯であって、身体障害者手

帳（１級若しくは２級）、精神保健福祉手帳(１級若しくは２級)

または療育手帳（Ａ判定）を所持している者 

   １０，０００円（町内商品券） 

（４）独居高齢者のうち満７０歳以上の者 

   １０，０００円（町内商品券） 

 

〈関係規則〉 

 福祉応援金支給規則 

 

 

 

 

 

担 当 課 福祉課 電 話 ８８－６６３５ 



- 33 - 

平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  子育て支援医療費支給事業 

予 算 額 ２８，５１６千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 子育て支援医療費助成補助金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 出生から中学校修了までの子どもを対象に医療費の助成を行うことに

より、保護者負担の軽減を図り、安心して子どもを産み育てる環境を整

備する。 
 

〈内 容〉 

外来・入院とも、医療保険各法の規定により医療を受けた場合の医療

機関に支払う額から、一部負担 200 円/月（１医療機関）を控除した額を

助成 
 

〈対象者〉 

町内在住の乳幼児、児童または生徒（出生日から中学校修了まで）の

保護者 
 

〈イメージ図〉 

 

 

      

 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 小学校 中学校 

入院費用 
町５０％ 

町１００％ 
府５０％ 

 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 小学校 中学校 

外

来

費

用 

3,000円

まで 

町５０％ 
町１００％ 

府５０％ 

3,000円

超 

町５０％ 
町１００％ 

府５０％ 

担 当 課 福祉課 電 話 ８８－６６３５ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  シルバー人材センター運営補助事業 

予 算 額 ７，７４７千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  
 
〈趣 旨〉 

 高齢社会を迎え、高齢者が長年培ってきた経験と技術を活かし、地

域社会へ貢献していただくため、就労機会のあっせんを目的に設立さ

れたシルバー人材センターの運営に対して補助を行い、センターの円

滑な運営を促進する。 
 

〈シルバー人材センターの概要〉 

事業概要 ・町内事業所、行政機関等からの業務を受注し、会

員への就労機会を提供する。 

・会員相互の親睦を図り、高齢者の生きがいづくり

に努める。 

・各種講習会等を開催し、会員技能の向上を図る。 

会員数  １１０名（H25.3.31 現在） 

主な受託業務 造園、除草（草刈）作業、施設管理、駐車場安全管

理、清掃作業、農作業、大工、宛名書き、筆耕、広

報紙配布、配食業務 等 

 

〈事業実績〉  

年 度 会員数 就業日数（延べ日数） 

１８ １０４ １，７９９ 

１９ １１０ ３，７５１ 

２０ １２３ ４，４５０ 

２１ １２６ ５，２４３ 

２２ １２０ ５，５６５ 

２３ １１６ ５，０２１ 

２４ １１０ ５，７５７ 

２５（見込み） １１０ ５，５００ 
 

担 当 課 福祉課 電 話 ８８－６６３５ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  町内産材活用やすらぎ荘浴室整備事業 

予 算 額 ５，５００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 高齢者のふれあいと憩いの場であるやすらぎ荘の浴室設備について、

町内産材を活用した改修を行うことにより、木のぬくもりのある快適な

浴室空間を創造し、高齢者の居場所づくりと健康づくりを進める。 
 

〈整備内容〉 

 以下の改修整備により、浴室利用者の利便を図るとともに、快適な浴

室空間を創造する。 

○「木のぬくもり」のある空間 
 浴室・脱衣室の壁面及び天井を町内産材（檜板）に張替 

○「快適」な空間 
  脱衣室冷暖房の設置 

○「衛生的」な空間 

浴室床・浴槽のタイル、脱衣室床のタイルカーペットへの張替 
○ その他 

照明器具・水栓器具等の取替 
※ 町内産材の活用により、本町の伝統的産業である林業の振興に

も寄与。 
 

〈参 考〉 

やすらぎ荘の浴室設備の概要 
・ 「やすらぎ荘お風呂の日」として週１回（水曜日）開設（男女

入れ替え制） 
・ 年間のべ利用者数：２１３人（平成２４年度） 

・ 夏季はやすらぎ荘をクールスポットとして開放する取り組みと

合わせて利用周知を実施 
 

担 当 課 福祉課 電 話 ８８－６６３５ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  子ども・子育て支援事業計画策定事業   

予 算 額 

 
１，９７２千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容 

 

〈趣 旨〉 

「子ども・子育て関連３法」の成立により、平成２７年度から子ども

・子育て支援新制度が本格施行されることに伴い、子育て世帯へのニー

ズ調査結果を踏まえた需要量の見込み、提供体制の確保内容、及びその

実施時期等を盛り込んだ「宇治田原町子ども・子育て支援事業計画」を

策定する。 

〈事業内容〉 

計画策定体制 「町子ども・子育て会議」（学識経験者、保育・

教育・福祉等の関係者や保護者により構成）を組

織し、計画策定に向けた議論をいただく。 

策定スケジュ

ール（予定） 

○ 会議での審議 

 ニーズ調査結果を踏まえた「子ども・子育て

支援給付」、「地域子ども・子育て支援事業」

の需要見込量や確保方策の検討、計画素案の審

議、パブリックコメント後の計画案の審議 等 

※ 会議については計３回程度を予定。 

○ 当事者等の意見を取り入れるしくみ 

・「子ども・子育て支援新制度におけるニーズ

調査」（平成25年度実施、ニーズ量の算出） 

・ パブリックコメント 

〈計画で設定する主な目標〉 

「子ども・子育て支援給付」、「地域子ども・子育て支援事業」の需

要見込量、提供体制の確保の内容及びその実施時期等 

〈計画期間〉 

平成２７年度～平成３１年度（５か年計画）   

担 当 課 福祉課 電 話 ８８－６６３５ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  子育て世帯臨時特例給付金事業 

予 算 額 １３，６０４千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 
子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 

子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 

 

事 業 内 容  

      

〈趣 旨〉 

 消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、

子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、市町村が実施主体となり、

臨時的な給付措置として「子育て世帯臨時特例給付金」を給付する。 
 ※ 臨時福祉給付金と類似の給付金として、併給調整をして支給 
 

〈給付対象者〉 
平成２６年１月分の児童手当の受給者（特例給付を含む）であって、

平成２５年所得が児童手当の所得制限額に満たない者から、以下の対象

者を除いた者 

① 臨時福祉給付金の対象者 
② 生活保護制度内で対応される被保護者等 

 ※ 住所地の基準日：平成２６年１月１日 
 

〈給付額〉 

給付対象児童（０歳～中学生）一人につき１万円 
※ 消費税率の引上げに際し子育て世帯への影響を緩和する観点から

実施するものであり、１回限りで支給。 

 

 

  

 

担 当 課 福祉課 電 話 ８８－６６３５ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  地域子育て支援事業 

予 算 額 ２，４６２千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭への

各種育児支援を実施する。 
 

〈内 容〉                      
事業名 概  要 事業費（千円） 

地域子育て支援セン

ター事業 

地域子育て支援センターにおいて、親

子の広場等各種事業の開催や子育てサ

ークルへの支援を行う。 

場所：保育所（郷之口紫坊39-1） 

対象：妊婦、就学前の乳幼児及び保護

   者等 

利用時間：平日 9:30～16:00 

2,106 

ファミリー・サポート

事業 

育児を手伝いたい方と、手助けをして

ほしい方の相互支援を行い、子育ての

サポートを行う。 

60 

家庭支援カウンセリ

ング事業 

専門家による育児不安の相談や指導を

実施。 

120 

地域で子育て「つどい

の広場」事業 

民家を活用し、幅広い世代の方が気軽

に集い、交流を行うことにより、子育

てサポートの充実を図る。 

場所：立川宮ノ本14 

利用時間：水・金 10:00～15:00 

176 

 

担 当 課 福祉課（子育て支援センター） 電 話 ８８－６６２２ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  保育充実事業 

予 算 額 ９９，２１５千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 安心して子どもを預けることができるよう、特別加配保育士の配置、

延長保育の実施等により、保育内容の充実を図る。 

 また、乳幼児期において豊かな人間性を育むため、保育所児及び保護

者を対象に道徳教育の場を定期的に提供する。 
〈内 容〉 

事業名 概  要 事業費（千円） 

保育所運営費 

 

保育所の円滑な運営と保育内容の充実を

図る。 

・26年度保育日数 

 293日（平日244日、土曜日49日） 

・開所時間 

（平日・土曜日） 

7:00～19:00（時間外保育・延長保育

含む） 

95,359 

一時保育事業 保護者等の育児疲れ解消、急病や勤務形

態の多様化等に伴う一時的な保育需要に

対応するため一時保育を実施。 

3,463 

  ・実施時間 

（平 日）  

8:00～17:30の内    8時間まで 

（土曜日）  

8:00～11:45 

 

豊かな人間性を

育む保育所学び

事業 

保育所児及びその保護者を対象に道徳教

育の場を定期的に提供。 

人形劇や講演会など 

393 

 

担 当 課 福祉課（保育所） 電 話 ８８－６６１１ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  保育所安心安全対策事業 

予 算 額 ２，６６２千円 新規継続の別 拡 充 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

保育所内の安心安全対策の向上を目的として、これまでの安全巡視員

の配置に加え、門扉への電気錠設置などにより、外部からの不審者侵入

の防止強化を図る。 
 

〈対象者〉 

 保育所通所児・一時保育利用児・子育て支援センター利用児 
 

〈事業内容〉 
 ・ 保育所安全巡視員の配置【継続】 

   送迎時間帯における不審者侵入の防止及び安全な駐車場の利用を

促す。 
  （平 日） 午前 ７時３０分～９時００分 

        午後 ４時００分～６時３０分 
  （土曜日） 午前 ７時３０分～９時００分 
 

 ・ 液晶モニター付インターホン及び電気錠の設置【新規】 

   門扉及び職員室・保育ルームに液晶モニター付インターホンを配

置し、映像と声で来訪者を確認するとともに、門扉に設置する電気

錠を職員室等から解錠操作することで不審者の侵入を防止する。 

 

・ ネックストラップ型保護者カードの配布【新規】 

   来所時に明示を求めることで保護者以外の来客と識別する。 

担 当 課 福祉課（保育所） 電 話 ８８－６６１１ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  多子家庭応援保育料軽減事業 

予 算 額 － 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 近年、非正規労働者や低所得者層の増大など、子育て世代を取り巻く

環境は非常に厳しくなりつつある一方で、教育費など子育てに係る経済

的負担は非常に重いものとなっている。 

このため、子どもを安心して生み育てやすい環境づくりを推進するこ

とを目的とし、多子家庭における経済的負担の軽減を図る。 
 

〈内 容〉 

 現行では就学前の兄弟姉妹が同時に入所している場合、最年長の児童

の保育料は全額、２人目は半額、３人目以降は無料となっている（幼稚

園等に通っている兄や姉も保育所に入所しているものとする）。 

 上記に加え小学生以下の児童が３人以上いる世帯で、入所児童が小学

校６年生以下の児童のうち３人目以降の児童は無料とするもの。 

 ケース１ 

 学 年 現 行 改正後 

第１子 小学生 － － 

第２子 保育所児 全額負担 全額負担 

第３子 保育所児 半額負担 無 料 

 ケース２ 

 学 年 現 行 改正後 

第１子 小学生 － － 

第２子 小学生 － － 

第３子 保育所児 全額負担 無 料 
 

担 当 課 福祉課（保育所） 電 話 ８８－６６１１ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  療育教室運営事業 

予 算 額 ３，０６６千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 集団生活に適応困難な発達障がい児を早期に発見するとともに、発達

課題に応じた適切な指導を行い、心身障がいの進行を未然に防止するた

め、療育教室を運営し、乳幼児の発達支援と児童福祉の向上を図る。 
 
〈対象者〉 
 宇治田原町に在住する１歳から５歳の発達支援を必要とする乳幼児及

びその保護者 
  
〈内 容〉 

○ 保育士等による集団指導を実施 
自由遊び、親子遊び、課題設定（運動・感覚・感触・創作など）、 

親ミーティング、親への指導、通所児の定期的な発達検査、おやつ 
 

・実 施 日：毎週木曜日 午前１０時から１１時４５分 
・場  所：保健センター 

・スタッフ：臨床心理士、保育士 
 

 

担 当 課 健康長寿課 電 話 ８８－６６３６ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  高齢者福祉サービス事業 

予 算 額 １０，３１０千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 
介護予防安心住まい推進

事業費補助金 

 
事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 高齢者やその家族に対し、安心して生活を送るための支援を行うこと

により高齢者福祉の向上を図る。 
 
〈内 容〉 

事 業 内 容 金額(千円) 

緊急通報装置貸与

事業 

高齢者世帯等の緊急通報装置設置に係る

費用助成 
956 

移送サービス事業 
公共交通機関の利用が困難な方に移送サ

ービスを提供 
743 

日常生活支援事業 
介護認定を受けていない高齢者にヘルパー

の派遣を行い、日常生活を支援 
14 

生きがいデイサー

ビス事業 

介護認定を受けていない高齢者がデイサー

ビスを受けることによる生きがいづくりを

支援 

346 

「食」の自立支援

事業 

高齢者、身体障がい者に昼食・夕食の配食

サービスを提供 
6,575 

短期入所事業 

介護認定を受けていない高齢者の家族が緊

急等で外泊する場合、当該高齢者を施設で

家族に代わり生活を支援 

14 

心配ごと相談事業 相談員や司法書士（年間６回）による相談 50 

住環境改善事業 
介護認定を受けていない高齢者の転倒防止

生活機能向上のための住宅改修の費用助成 
320 

介護用品購入助成金 介護に必要な用品購入に係る費用助成 1,142 

介護保険利用料 

助成 

介護サービス利用料が限度額を超えた場合

の一定額を助成 
100 

住宅用火災報知器

設置事業 
火災報知器設置に係る費用助成 50 

 

担 当 課 健康長寿課 電 話 ８８－６６３６ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  健やかうじたわら２１プラン改定事業 

予 算 額 ８９７千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 次年度（平成２７年度）に「健やかうじたわら２１プラン」の中間

評価・見直し期間を迎えることから、生活実態調査（アンケート調 

査）を行い、中間評価・計画の見直しに係る基礎資料とする。 

 

〈内 容〉 

○ 生活実態調査（アンケート調査）を実施 

・ 対象者：２０歳以上男女（3,000人） 

 ・ 実施方法：郵送により実施 
・ コーディネーター：京都大学教授、府立医科大学教授等 

 

〈参 考〉 
「健やかうじたわら２１プラン 宇治田原町健康増進計画」の概要 

○ 計画期間 
平成２３～３２年度（※中間評価・見直し：平成２７年度） 

○ 計画内容 

住民が主役となって取り組む健康づくりと、それを支援するため 
の環境整備の推進を図り、健康増進の体系的かつ具体的な施策を 

展開し、健康寿命の延伸をめざすことを目的に策定  

担 当 課 健康長寿課 電 話 ８８－６６３６ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  健康増進事業 

予 算 額 ２，２３９千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 
健康増進法による 
保健事業費補助金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 生活習慣病等の予防や健康に関する正しい知識の普及を図るため、 
各種健診（検診）や適切な保健指導及び支援を行い、住民の健康増進を

図る。 
 
〈内 容〉 

� 健康増進法に基づく保健事業 

○ 健康手帳の交付 

○ 健康教育 

○ 健康相談 
○ 健康診査 

  ・生活習慣病予防健康診査 

対象：30～39歳の女性、40歳以上の生活保護受給者 

  ・肝炎ウイルス検診 

対象：40歳以上 
（節目年齢40・45・50・55・60歳の方には個別通知） 

  ・骨粗しょう症検診 

   対象：20歳以上の女性 
 ○ 訪問指導 
 

� 健康づくりの啓発 

健康意識の向上を図るため、測定コーナー、健康相談コーナー、啓

発コーナー等による普及・啓発をイベント等を通して開催し、健康

づくりを推進する。 

担 当 課 健康長寿課 電 話 ８８－６６３６ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  健康づくり応援「買い物ポイント」事業 

予 算 額 １４６千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

住民の健康増進を目指し、各種健康教室・検診等への参加者の増加を

図るため、対象者へ健康づくり応援ポイントを付与する。そのポイント

を町内の商店で買い物できるポイント（UP カードポイント）と交換す

ることで町内での消費活動を促し、町内商工業の活性化にも寄与する。 
 
〈内 容〉 

① 健康教室・検診等の参加者へ「健康づくり応援ポイント」を付与 
② 健康応援ポイントを買い物ポイント（UPカードポイント）と交換 

 ※ 通常の買い物なら100円で１ポイントのところ、健康教室等に 
１回参加すると、１５ポイント（買い物1,500円相当分）を付与 

   
 ポイント付与 UPカードポイント満点に必要な額 

通常の買い物 100円=1P 35,000円（350P） 

健康教室等参加 1回=15P 24回参加（360P） 

 
〈健康づくり応援ポイント対象事業〉  
・ スリムで健康        ・ がん検診（集団） 

・ 料理で学ぶ食の健康づくり  ・ 元気はつらつ若返り塾        

                他、健康づくり関係事業 
 
〈対象者〉 

 町内在住の１８歳以上で、健康づくりの教室・検診等への参加者 
 

担 当 課 健康長寿課 電 話 ８８－６６３６ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 各種がん検診事業 

予 算 額 ７，５１４千円 新規継続の別 拡 充 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 
〈趣 旨〉 
 死亡原因の第１位である「悪性新生物（がん）」の早期発見・早期治

療を図るため、健康増進法に基づき各種がん検診を実施する。 
 
〈内 容〉 

 対象者・検診日 検診内容 費 用 

胃がん検診 

【拡 充】 

40歳以上 

集団検診3日 

問診 

胃部Ｘ線間接撮影 

費用：500円  

※節目(40、45、 

50、55、60、65歳)

は無料 

大腸がん検診 
40歳以上 

集団検診1ヶ月 

問診 

免疫便潜血反応検査 
費用：200円 

乳がん検診 

30～39歳の女性 

40歳以上の女性 

集団検診3日 

※2年に1回の隔年検診 

問診、視触診 

問診、視触診 

マンモグラフィ 

(乳房Ｘ線撮影) 

費用： 

30～39歳－無料 

40～49歳-600円 

50歳以上-400円 

子宮がん検診 

20歳以上の女性 

個別検診 

※2年に1回の隔年検診 

問診、内診 

子宮頚部細胞診 

(医師が必要と判断した

場合、子宮体部細胞診) 

費用： 

頸がん－800円 

体がん－500円 

肺がん検診 
40歳以上 

集団検診3日 

問診 

胸部Ｘ線間接撮影 

喀痰検査(必要に応じて) 

費用：無料 

結核検診 65歳以上 
肺がん検診と同時に

実施 
費用：無料 

前立腺がん検診

【新 規】 

55歳以上 

個別検診 

腫瘍マーカー 

ＰＳＡ検査 

費用：200円 

※節目（55、60、

65歳）は無料 

※ 生活保護世帯、住民税非課税世帯、７０歳以上の方は無料 

担 当 課 健康長寿課 電 話 ８８－６６３６ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 節目のがん検診推進事業 

予 算 額 ２，７４４千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 疾病予防対策事業費等補助金 

 

事 業 内 容  
 
〈趣 旨〉 

 がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発、健康保持及び増進を

図るため、特定の年齢に達した者に対し、子宮頸がん、乳がん及び大

腸がんに関する「検診手帳」及び検診費用が無料となる「がん検診ク

ーポン券」を配布し、働き盛り世代のがん検診の受診促進を図る。 
 

〈内 容〉 

（１）がん検診台帳の整備 

（２）検診手帳等の個別通知による知識啓発及び検診受診勧奨 

（３）無料クーポン券によるがん検診 

  （基本的に、大腸がんは集団検診、他は個別検診） 
 

〈対象者〉 

○ 子宮頸がん 

   平成２６年４月２日から平成２７年４月１日までの間に、 

   ２０・２５・３０・３５・４０歳 になる女性 

  ※ 平成２４年度 受診率：22.5％ 
 

○ 乳がん 

   平成２６年４月２日から平成２７年４月１日までの間に、 

    ４０・４５・５０・５５・６０歳 になる女性 

  ※ 平成２４年度 受診率：27.5％ 
 

○ 大腸がん 

   平成２６年４月２日から平成２７年４月１日までの間に、 

    ４０・４５・５０・５５・６０歳 になる男女 

  ※ 平成２４年度 受診率：20.8％ 

 

担 当 課 健康長寿課 電 話 ８８－６６３６ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  ハッピー・マタニティ支援事業 

予 算 額 ７，５０８千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康

診査に必要な費用を助成することにより、安心して妊娠・出産ができ

る環境を確保する。 
 

〈内 容〉 

○ 妊婦に必要とされる健診等が受けられる受診券を支給 

○ 受診できる主な検査項目等 

・基本的な妊婦健康診査  １４回 

・超音波検査        ４回 

・Ｂ型・Ｃ型肝炎抗原検査  １回 

・ＨＩＶ抗体価検査     １回 

・子宮頸がん検診      １回 

・ＨＴＬＶ－１抗体検査   １回 

・クラミジア検査      １回 他１０項目 

  妊婦健康診査の実施を京都府・大阪府医師会に委託 
 （委託医療機関以外を受診する場合は償還払い） 
 

〈対 象〉 

 町内に在住する妊婦 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 健康長寿課 電 話 ８８－６６３６ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  スリムで健康事業 

予 算 額 １３９千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 健康で元気に長生きするため、住民の健康課題に対応した実践型の

生活習慣改善対策に取り組み、住民の健康増進を図る。 
 

〈内 容〉 

 ４０歳～７４歳以下の住民を対象に、メタボリックシンドローム等

に代表される生活習慣病の予防や生活習慣改善のため、自己目標を設

定し、行動変容につなぐ実践型の教室を実施する。 
 
（１）基礎編 

・身長、体重等の身体測定、健康に関する講話 
・自己の健康づくりプランの作成 

（２）実践編 

・管理栄養士による栄養に関する体験講座 

・健康運動指導士による運動実践 

（３）実践編 

・管理栄養士による料理教室の開催 

・健康運動指導士による運動実践 
 
〈実施回数〉       
  ３回シリーズで年１回実施 
 
〈プログラム〉 

① 基礎編（身体計測、健康に関する講話、自己のプランづくり） 

② 実践編（講話と運動実践） 

③ 総集編（料理教室と運動講座） 

担 当 課 健康長寿課 電 話 ８８－６６３６ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  脳の疾患早めの発見検診助成事業 

予 算 額 ７４７千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 脳出血や脳梗塞などの「脳血管疾患」は、６５歳以上の三大死亡疾

病の一つで、療養期間が最も長い疾患であり、早期発見・早期治療が

何より重要であることから、６３歳から６５歳を対象に脳ドック受診

の助成を行う。 
 

〈内 容〉 

 下記の対象者に対して、脳ドック受診にかかる自己負担分（上限 
9,450円まで）を助成する。 

 

〈対象者〉 

（１）宇治田原町に１年以上住所を有する者 

（２）平成２６年４月２日～平成２７年４月１日までの間に６３歳か 
ら６５歳に達する者 

（３）これまでに、本事業で助成を受けていない者 
 

〈実施方法〉 

① 対象者全員に「お知らせ」と「申請書」を個別通知 

② 助成金を交付 

 

〈助成方法〉 

 ○ 国保ドック受診の方 

   役場窓口での人間ドック申込時に申請。受診日の記載された利用 
券（領収書）により助成。 

 ○ 国保以外で脳ドックを受診した方 

   脳ドックを受診した領収書により後日申請し、助成。 
 
 

担 当 課 健康長寿課 電 話 ８８－６６３６ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  母子保健事業 

予 算 額 ３，９７４千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 フッ素による子どものむし歯予防事業補助金  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

母性ならびに乳幼児の健康の保持増進を図るため、保健指導・健康

診査・医療、その他の措置を講じ、保健の向上を図る。 
 

〈内 容〉 

○ 母子健康手帳の交付  随時 

○ 新生児訪問      随時 （こんにちは赤ちゃん事業） 

○ 乳幼児健康診査 
① 乳児健康診査    年６回 

② 幼児健康診査    年４回 

③ ３歳児健康診査   年４回 
④ 歯科健診 ・幼児歯科健診   年４回 

     ・２歳児歯科健診  年３回 

         ・３歳児歯科健診  年４回 
○ 乳幼児健康相談 

① 乳児後期健康相談  年４回 
② 乳幼児健康相談   月２回 

○ 乳幼児健康教育（健診等に併設） 

    離乳食指導、幼児食指導、歯科保健指導 
○ 発達相談       月２回 

○ 離乳食教室      年４回 
○ 乳幼児訪問指導・相談     随時 

○ ハイリスク妊婦への訪問相談  随時 
 

〈対象者〉 

・ 妊産婦と新生児 

・ 乳幼児とその保護者 

・ 健診後の要フォロー児とその保護者 

 

担 当 課 健康長寿課 電 話 ８８－６６３６ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  各種予防接種等対策事業 

予 算 額 ２６，３２８千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  
 

〈趣 旨〉 

 伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するため、予防接 

種・検診を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防 

接種による健康被害の迅速な救済を図る。 
 

〈内 容〉 

 様々な感染症等を予防するために各年代に応じ、必要とされる予防 
接種等を実施 
 

予防接種等名 対 象 年 齢 等 接種方法等 

ＢＣＧ 生後５ヶ月～８ヶ月未満 集団（年６回） 

不活化ポリオ 生後３ヶ月～７歳６ヶ月未満 個別 

四種混合 生後３ヶ月～７歳６ヶ月未満 個別 

三種混合 生後３ヶ月～７歳６ヶ月未満 個別 

二種混合 １１歳～１３歳未満 個別 

麻しん風しん 
１期 １歳～２歳未満 個別 

２期 小学校就学前１年間 個別 

日本脳炎 

１期 生後６か月～９０か月 個別 

２期 ９～１３歳未満 個別 

※接種勧奨を控えていた時期の

該当者の接種（５～１７歳） 
個別 

インフルエンザ 

６５歳以上 

※自己負担金１，０００円 

町民税非課税世帯は無料 

個別 

ヒブワクチン 生後２ヶ月～４歳 個別 

小児用肺炎球菌ワクチン 生後２ヶ月～４歳 個別 

子宮頸がん予防ワクチン 中学１年生～高校１年生相当 個別 
 

担 当 課 健康長寿課 電 話 ８８－６６３６ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  感染症予防ワクチン接種助成事業 

予 算 額 １，８４５千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ その他 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 感染症を積極的に予防し、医療機関受診を減らし健康な生活がおく

れるよう、感染症予防ワクチンの接種費用について、町独自に助成を

行うことにより接種促進を図る。 
 
〈内 容〉 

 概   要 金額(千円) 

高齢者肺炎球菌 

ワクチン 

≪対 象 者≫ 

70歳以上の高齢者 

≪助 成 額≫ 

接種費用の半額（上限4,000円） 

生活保護、町民税非課税世帯は全額助成 

≪助成方法≫ 償還払い 

７１３ 

乳幼児インフル 

エンザワクチン 

≪対 象 者≫ 

就学前の乳幼児（生後6か月以上） 

≪助 成 額≫ 

接種費用の半額（上限2,000円／1回） 

生活保護、町民税非課税世帯は全額助成 

≪助成方法≫ 償還払い 

５３２ 

風しんワクチン 

≪対 象 者≫ 

 ・妊娠を希望する19歳以上の女性 

 ・妊婦の配偶者 

≪助 成 額≫ 

 接種費用の２／３ 

生活保護、町民税非課税世帯は全額助成 

≪助成方法≫ 償還払い 

６００ 

  
 

担 当 課 健康長寿課 電 話 ８８－６６３６ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  介護保険事業計画策定事業〔介護保険特別会計〕 

予 算 額 ２，８２９千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

「宇治田原町高齢者介護・福祉計画（第５期介護保険事業計画）」

の計画期間が平成２６年度で終了することから、本町の保健福祉サー

ビスの推進や介護保険制度の円滑な運用の指針となる次期計画を策定

する。 
 

〈内 容〉 

下記内容を基本的な視点とし、介護保険事業計画等作成委員会で 

協議の上、パブリックコメント（住民意見募集）等を経て策定する。 

・ 健康づくりの支援 

・ 高齢者の社会参画の促進 

・ 地域ケア体制の確立 

・ 介護予防の推進 

・ 介護保険事業の円滑な実施 

・ 認知症高齢者対策の推進 
  

〈スケジュール〉 

① アンケート調査 

② 現状把握作業（高齢者保健福祉サービス、介護保険サービス） 

③ ヒアリング調査 

④ 計画骨子（サービス目標量推計） 

⑤ 計画素案作成 

⑥ 計画作成委員会の開催（諮問、答申など計５回） 

⑦ 計画書冊子印刷製本 
 

〈保険料基準額〉 

３か年の介護サービスの給付額等の見込額を積算した上で策定した

介護保険事業計画に基づき、保険料基準額を算定。 

 

担 当 課 健康長寿課 電 話 ８８－６６３６ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  介護サービス給付費〔介護保険特別会計〕 

予 算 額 ５９８，１５８千円 新規継続の別 拡 充 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 介護給付費交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 要介護者（要介護１～５）に対して、自立した日常生活を営むこと

ができるよう、必要な介護サービスを給付する。 
 

〈内 容〉 

 内 容 金額（千円） 

居宅介護サービス 

給付費 

居宅サービス事業者から訪問介護、

訪問入浴介護、訪問看護等の居宅サ

ービスに対する保険給付 

226,480 

地域密着型介護サー

ビス給付費【新規】 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護

の複数サービスを組み合わせた複合

型サービスに対する保険給付 

18,141 

施設介護サービス 

給付費 

介護保険施設でのサービスに対する

保険給付 
316,014 

居宅介護福祉用具 

購入費 

入浴又は排せつの用に供する福祉用

具その他の厚生労働大臣が定める福

祉用具(特定福祉用具)の購入に対す

る保険給付 

509 

居宅介護住宅改修費 

在宅の要介護者が手すりの取り付け

や段差の解消、その他厚生労働大臣

が定める種類の介護に必要な住宅改

修に対する保険給付 

3,142 

居宅介護サービス 

計画給付費 

居宅介護支援（居宅サービス計画の

作成、サービス提供事業者との連絡

調整等）に対する保険給付 

33,872 

   
 

担 当 課 健康長寿課 電 話 ８８－６６３６ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  地域支援事業〔介護保険特別会計〕 

予 算 額 ８，０１６千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 地域支援事業交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 要支援・要介護状態にならないように、一人ひとりの状況に応じた

予防対策を図るとともに、要支援・要介護状態になった場合にも、地

域で自立した日常生活を送れるよう支援する。 
 

〈内 容〉 

 内 容 金額(千円) 

通所型介護予防事業 健康運動教室や口腔教室等の実施 4,707 

二次予防事業対象者

把握事業 

介護予防上の支援が必要な方の把握

により、介護予防につなげる 
714 

訪問型介護予防事業 
二次予防事業対象者宅を訪問し、相

談・指導を実施 
86 

介護予防普及啓発 

事業 

介護予防に関する知識普及のため各

種啓発事業を実施 
178 

包括的支援事業費 

事務費 

宇治田原町地域包括支援センターを

介護予防の拠点として運営 
978 

家族介護教室開催費

事業 

介護知識や介護サービスの利用方法

周知のため各種教室を開催 
56 

家族介護者交流事業 介護者や家族の相互交流事業を実施 195 

住宅改修支援事業 
介護保険による住宅改修費の申請等

に係る費用を助成 
20 

徘徊高齢者家族支援 

サービス事業 

徘徊の恐れのある人を早期に発見で

きる機器を利用するための費用を助成 
30 

家族介護者慰労金 

支給事業 

介護保険によるサービスを利用しな

いで、在宅介護を行っている者に対

し、慰労金を支給 

100 

介護用品購入助成事業  介護用品の購入に要する費用を助成 452 

成年後見制度利用 

支援事業 

認知症等の高齢者の方が成年後見制

度を利用される際の費用の助成 
500 

 

担 当 課 健康長寿課 電 話 ８８－６６３６ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  家庭用資源有効利用設備設置補助事業 

予 算 額 ３００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

  資源循環型社会の実現を目指して、ごみの減量化、水資源の有効

利用及び再資源化の推進並びに住民の環境への意識向上を図ること

を目的に生ごみ処理容器、雨水貯留設備の購入に対して経費の一部

を補助する。 

 

〈内 容〉 

生ごみ処理容器、雨水貯留設備を購入する経費の２分の１の補助

を行う。ただし、上限を２万円とする。 

 

〈対象者〉 

 ・申請者は町内に住所を有する世帯の世帯主。 

 ・町税の滞納がないこと 

 

〈対象設備〉 

  町内において新規に設置した家庭用資源有効利用設備 

  

 ○生ごみ処理容器 

    生ごみのたい肥化及び消滅化を目的とするもので、悪臭、害虫等

の発生を防止する構造及び材質のもの。 

 ○雨水貯留設備 

   庭や植木の散水等のため家屋の屋根等に降った雨水を貯留し、

これを利用するための設備として市販されている雨水貯留施設で

密閉式で害虫の発生を防止する構造のものをいう。 

 

担 当 課 建設・環境課 電 話 ８８－６６３７ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 住宅用太陽光発電システム設置補助事業 

予 算 額 １，３２０千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

地球温暖化の防止及び環境への負荷が少ない再生可能エネルギー

の普及促進を図るため、住宅への太陽光発電システム設置に対して

補助金を交付する。 

 

〈内 容〉 

 ○住宅用太陽光発電システム設置補助金 

  居住を目的とした住宅に太陽光発電システム（１０ｋｗ未満）を

設置した場合、１ｋｗあたり２０，０００円を補助する。 

ただし、上限を６０，０００円とする。 

 

〈対象者〉 

  町内に住所を有する者が居住する町内に存する住宅への電力供給

のための太陽光発電施設（設置済み住宅を購入した場合も含む。） 

 

〈要 件〉 

  太陽光発電普及拡大センターの行う住宅用太陽光発電導入支援補

助金（国補助金）を受けていること等。 

 

〈参 考〉 

○実 績 

  H22：15件 1,475,000円  

H23：18件 1,763,000円 

H24：38件 3,623,000円 

H25：21件 1,246,000円 (H26.1月末 現在) 

 

○国補助金（※国の補助金制度は平成25年度で終了） 

  １ｋｗあたり20,000円または15,000円（平成25年度国の補助金額） 

担 当 課 建設・環境課 電 話 ８８－６６３７ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 薪・ペレットストーブのある暮らし推進事業 

予 算 額 １，９５９千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 みらい戦略一括交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

地球温暖化の防止及び環境への負荷が少ない再生可能エネルギー

の普及促進を図るため、薪ストーブ及び木質ペレットストーブを活

用した地球にやさしいまちづくりを推進する。 

 

〈内 容〉 

  ○薪ストーブの普及を図るため、奥山田ふれあい交流館（旧奥山田

小学校）に薪ストーブを設置し、住民への啓発を行う。 

 

 ○薪・木質ペレットストーブ設置補助金 

  町内の住居及び事業所等に薪ストーブ若しくは木質ペレットスト 

ーブを設置された場合に購入額（設置費を含む）の１／３以内の補 

助を行う。ただし、上限を１５０，０００円とする。 

 

〈対 象〉 

  町内の住居及び事業所等に薪ストーブ若しくは木質ペレットスト

ーブを設置されたもの 

 

〈要 件〉 

・町内の住居及び事業所にて新規に使用、設置されたもの。 

・町税の滞納がないこと等 

  

担 当 課 建設・環境課 電 話 ８８－６６３７ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  環のくらし地域活動促進事業 

予 算 額 ２，９５０千円 新規継続の別 拡 充 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

ごみの減量化、資源の有効利用及び住民自らが取り組む環境活動

の推進を図るため、地域団体による自主的な再生資源の集団回収活

動に対して、補助金を交付する。 

今回、飲食料缶・紙パックの集団回収をはじめとする、地域での

更なる環境活動を促進するため、環境活動ポイントを見直すととも

に、補助単価の拡充を図り、持続可能な簡素で質を重視する環のく

らしの更なる普及を目指す。 

〈内 容〉 

・各実施団体が定期的、継続的に取り組んだ再生資源（新聞紙・段

ボール・雑誌類・古布）の回収実績に補助金（１㎏あたり５５５５円円円円：：：：拡拡拡拡

充充充充）を交付する。 

・実施団体は、交付された補助金額から換算し付与されたポイント

分の環境活動を積極的に行う。（環境活動の実績評価を金額ベース

でなく、ポイント制で評価。重点的に推進する環境活動には高いポ

イント数を付与し、優先実施を促す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 建設・環境課 電 話 ８８－６６３７ 

実施団体 町 古紙古紙古紙古紙・・・・古布類古布類古布類古布類のののの回収回収回収回収にににに対対対対するするするする補助補助補助補助(1kg5(1kg5(1kg5(1kg5 円円円円))))    

環境活動とポイント（例）環境活動とポイント（例）環境活動とポイント（例）環境活動とポイント（例）    

飲食料缶飲食料缶飲食料缶飲食料缶・・・・紙紙紙紙パックのパックのパックのパックの集団回収集団回収集団回収集団回収                                    ((((新規新規新規新規)   )   )   )   ５５５５ＰＰＰＰ    

エコエコエコエコ推進員推進員推進員推進員１１１１人人人人                                                                                            ((((拡充拡充拡充拡充)   )   )   )   ３３３３ＰＰＰＰ    

エコエコエコエコ行動宣言登録者行動宣言登録者行動宣言登録者行動宣言登録者 1111 人人人人                                                            ((((新規新規新規新規)  )  )  )      １１１１ＰＰＰＰ    

生生生生ごみごみごみごみ処理容器処理容器処理容器処理容器、、、、雨水貯留設備補助利用雨水貯留設備補助利用雨水貯留設備補助利用雨水貯留設備補助利用    ((((新規新規新規新規)  )  )  )      １１１１ＰＰＰＰ    

廃食油の拠点回収１拠点                   ３Ｐ 

美化活動・緑化活動の開催１回                 １Ｐ 

など 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 プラマーク容器包装分別啓発事業 

予 算 額 １，４８８千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

循環型社会の実現を目指して、ごみの減量化、再資源化、最終処

分量の削減及び資源の有効利用を推進するため、新たにプラマーク

容器包装物を資源化するにあたり、地域住民へ分別の周知啓発を行

う。 

 

〈内 容〉 

 ・新聞折込や町広報紙等による周知啓発 

 ・ごみステーション看板の作成 

 ・住民向け説明会の開催 

 ・プラマーク容器包装物の分別収集実施（平成２７年１月～） 

 ・分別啓発に係るパンフレット作成 

 

〈分別開始時期〉 

  平成２７年１月からプラマーク容器包装物の分別開始 

 

〈分別対象物〉 

  原則プラマーク表示のあるプラスチック製の容器や包装物 

  （例）トレイ類、袋類、カップ類、ボトル類、チューブ類など 

 

 

 

 

  

 

 

 

担 当 課 建設・環境課 電 話 ８８－６６３７ 

 

【【【【プラマーク】プラマーク】プラマーク】プラマーク】    

このマークがこのマークがこのマークがこのマークが    

目印です。目印です。目印です。目印です。    

【【【【プラマークプラマークプラマークプラマーク容器包装物】容器包装物】容器包装物】容器包装物】    
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  宇治田原山手線整備促進住民会議助成金 

予 算 額 ５００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

都市計画道路宇治田原山手線の早期完成に向けて住民主体の組織が立

ち上げられた。 

当該住民組織の活動に要する経費を助成することにより、行政として

の側面支援を行う。 

 

 

〈内 容〉 

 住民会議の事業計画 

・要望活動 

 ・啓発活動 広報発行 横断幕等設置 

 

 

担 当 課 建設・環境課 電 話 ８８－６６３７ 



- 64 - 

平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  道路ネットワーク検討事業 

予 算 額 ３，０２１千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 みらい戦略一括交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

  新名神高速道路が平成３５年度完成に向けての取り組みが進めら

れているなか、新たな町内交通動態の確保と町づくりの誘導軸とな

る道路ネットワークの整備に向けての検討を行う。 

 

 

〈内 容〉 

 ・町道、国・府道とのネットワーク検討 

  ①現在の慢性的な交通渋滞や有事を始めとする諸問題への対応状    

   況を踏まえて、現道の整備効果を点検する必要があるので、交

通量調査を実施し、現状の交通動態の把握を行う。 

   対象路線 町道郷之口末山線他 

    （国府道との交差点、商業地周辺など１０か所程度予定） 

   調査の概要 １２時間調査（２回） 

 

  ②交通センサス、都市計画基礎調査、各種統計調査結果等を参考

に、調査結果より課題を抽出し、幹線となる道路、バイパスと

なる道路、市街地を形成する道路等、道路ネットワークを構成

する道路を検討する。 

 

 ・京都府との協議 

    新しい道路ネットワークを整備するため、既存の国府道を活

かしながら、法規制や、費用面を踏まえて、整備が実現できる

方法について協議を行う。 

担 当 課 建設・環境課 電 話 ８８－６６３７ 



- 65 - 

平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  主要町道新設改良事業 

予 算 額 ３５，４０３千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 防災・安全交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

住民生活の利便性、安全性、快適性を確保するために、主要町道の 

計画的な整備を図る。 

 

〈内 容〉 

○道路拡幅改良工事 

路線名 場 所 事業概要 事業費 財 源 

 

郷之口湯屋谷線 

 

 

大字湯屋谷 

 

道路拡幅改良工事 

L=430m 

土工      一式 

動力式擁壁工   5基 

補強土壁工     2基 

ブロック積工   6基 

 

18,000 

 

国  費： 4,400 

町  債：12,200 

そ の 他： 1,400 

 

 

郷之口湯屋谷線 

 

大字立川 

 

道路拡幅改良工事 

L=100m 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 

基礎    L=70ｍ 

L型擁壁   L=70ｍ 

重力式擁壁 L=37ｍ 

Ｕ型側溝  L=100ｍ 

Ｕ字溝   L=100ｍ 

 

15,000 

 

国  費： 8,250 

町  債： 6,000 

そ の 他：   600 

一般財源：   150 

 

禅定寺通学路線 

 

大字岩山 

 

道路拡幅改良工事 

 用地測量業務 

 

2,000 

 

そ の 他： 2,000 

 

担 当 課 建設・環境課 電 話 ８８－６６３７ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  集落内生活道路改良事業 

予 算 額 ８７，７３３千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 防災・安全交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

住民生活の利便性、安全性、快適性を確保するために、住民生活に

密着した生活道路の整備改良を行う。 

 

〈内 容〉 

○道路改良等工事 

路線名 場 所 事業概要 事業費 財 源 

 

町内 

 

 

 

全域 

 

 

 

道路改良、側溝改良、

路肩改良、舗装改良等 

 

 

21,600 

 

 

町 債：19,400 

そ の 他： 2,200 

 

 

郷之口湯屋谷線 

 

 

大字立川 

 

落石防止工事（第2期） 

L=100m 

防護網設置 

 

20,000 

 

国  費：11,000 

町  債： 8,100 

一般財源：   900 

 

 

４の３２号線 

（丸山団地内） 

 

大字岩山 

 

側溝改良工事 

 

31,000 

 

町 債：27,900 

そ の 他： 3,100 

 

 

５の４号線 

 

大字禅定寺 

 

拡幅改良工事 

 

15,000 

 

町 債：13,500 

そ の 他：   500 

一般財源：  1,000 

 
 

担 当 課 建設・環境課 電 話 ８８－６６３７ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  宇治田原山手線整備事業 

予 算 額 ３３，０１９千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 防災・安全交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 宇治田原山手線の国道３０７号以北（滋賀県境）約１．２ｋｍの整

備を行う。 

 

 

〈内 容〉 

○道路新設事業 

路線名 場 所 事業概要 事業費 財 源 

 

宇治田原山手線 

 

大字禅定寺 

緑苑坂 

 

詳細設計業務委託 

用地測量・境界確定業

務委託 

 

 

 

33,000 

 

国  費：16,500 

町  債：12,100 

そ の 他： 4,400 

 

 

担 当 課 建設・環境課 電 話 ８８－６６３７ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  舗装長寿命化修繕事業 

予 算 額 ２０，０１０千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 防災・安全交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 道路舗装の経年劣化が進んでいることから、舗装修繕計画に基づき

計画的な補修工事を行い、道路の安全を確保する。 

 

 

〈内 容〉 

○道路舗装修繕工事 

予定路線名 場 所 事業概要 事業費 財 源 

 

立川通学路線 

１の８号線 

奥山田天神社線 

 

大字立川 

大字南 

大字奥山田 

 

舗装修繕工事 

 

 

20,000 

 

国  費：11,000 

町  債： 8,100 

そ の 他：   900 

 
 

担 当 課 建設・環境課 電 話 ８８－６６３７ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  河川改修事業 

予 算 額 ４０，３００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 災害に強いまちづくりを目指し、町が管理する普通河川を対象に浸

水被害を低減するための拡幅工事や護岸などが老朽化した箇所の改修

工事を行う。 

 

 

〈内 容〉 

  

河川名 場 所 事業概要 事業費 財 源 

 

本ノ谷川 

 

大字南 

 

河川改修工事 

 Ｌ型水路 L=140ｍ 

 測量設計委託 

 

 

13,500 

 

その他：13,500 

 

実養治川 

 

大字南 

 

河川改修工事 

 Ｌ型水路 L=140ｍ 

 三面水路 L=100ｍ 

 測量設計委託 

 

 

26,000 

 

その他：26,000 

 

 

担 当 課 建設・環境課 電 話 ８８－６６３７ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  町営住宅耐震診断事業 

予 算 額 １，０１０千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ その他 ）・単 独 補 助 制 度 名 住宅防火施設等整備補助金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 町営住宅を適切な状態に管理する責務から、昭和５６年の建築基準

法改正以前に建築された住宅の構造的な強さを調べ、地震に対する安

全性や受ける被害の程度を判断するための耐震診断を行う。 

 

〈内 容〉 

 診断対象住宅：岡之藪住宅団地 北棟 １棟５戸 

        （プレキャスト鉄筋コンクリート造 ２階建） 

 

〈財 源〉 

公益社団法人全国公営住宅火災共済機構 

 住宅防火施設等整備補助金 

 補助率：３／１０ 

担 当 課 建設・環境課 電 話 ８８－６６３７ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  建築物耐震改修促進計画改定事業 

予 算 額 １００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

平成２２年に策定された建築物耐震改修促進計画は、計画の実施目標

年次を、平成２２年～平成２７年までとしている。 

平成２７年を迎えるにあたり、建築物耐震改修促進計画策定後から現

在までの、本町の耐震診断の現状や課題等を踏まえた上で、耐震化に向

けた新たな施策や取り組み等を促進するために、建築物耐震改修促進計

画の改定を実施する。 

 

 

〈内 容〉 

 本町が行った平成１８年～平成２５年までの耐震診断の実績を踏まえ、

耐震化が進んでいないことへの現状や課題等を、建築物耐震改修促進計

画に盛り込む。 

また、現状や課題等への解決のために、新たな施策や取り組み等も計

画に盛り込み、宇治田原町の更なる耐震化の促進を図っていく。 

 町で引用しているデータ等は、最新のデータに更新を行い、文言の追

加や修正も行っていく。 

  

担 当 課 建設・環境課 電 話 ８８－６６３７ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事  業  名 町内雇用促進事業 

予  算  額 ３，０２４千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 みらい戦略一括交付金 

 

事 業 内 容        

 

〈趣 旨〉 

 住民の雇用安定確保及び雇用機会の拡大を図るため、正規職員雇用に

対し助成金を交付するとともに、就職合同説明会を開催し、町内におけ

る雇用促進対策の充実に取り組む。 

〈内 容〉 

○助成金交付 

 助成金額：１人あたり２０万円 

 助成要件：正規職員への雇用 

町内に事業所（工場・事務所・店舗）を有する事業者が

町内在住者または転入予定者を正規雇用した場合に助成

金を交付 

  助成対象：町内在住者等を正規職員として雇用した事業所 

 交付事業所数 雇用者数 助成金額（千円） 

平成24年度 ４件 ７名 1,400 

平成25年度 ５社 ７名 1,400 

 

○合同説明会 

  町内で就職を希望する求職者に対し、町内に事業場を有する企業に

よる合同説明会を開催 

  説明会への参加企業、求職者、採用実績（パート・アルバイト含む） 

 参加企業 参加求職者 採用者 

平成24年度 ５社 ２１名 ０名 

平成25年度 ９社 ３０名 ２名 
 

担 当 課 産業振興課 電 話 ８８－６６３８ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  日本緑茶発祥のまち魅力発信事業 

予 算 額 ２，８４９千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 みらい戦略一括交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 日本緑茶発祥の地という歴史や、宇治茶を支える一大産地として伝統

ある宇治田原茶を広くＰＲし、良質茶生産の振興と発展を図るため、本

町ならではの特色のある施策を実施し、茶どころ宇治田原を町内外に発

信していく。 

 

〈内 容〉 

事 業 概 要 事業費（千円） 

お茶のまち転入者

プレゼント 

宇治田原町に転入される世帯を

対象に急須、茶の苗木のいずれ

かをプレゼント 
85 

ティーゲート茶園

等維持管理 

郷之口のティーゲートにおける

茶園等の維持管理に係る費用 84 

ふるさとまつり 

実行委員会助成 

宇治田原ふるさとまつり実施へ

の支援 

開催時期：10月中旬開催 

実 施 場 所：総合文化センター等 

2,300 

お茶等のパンフレ

ット作成等 

 

・「宇治田原のお茶」パンフレッ

ト増刷、「古老柿」パンフレッ

ト新規作成 

・来訪者の接待用新茶代 

 

 

      380 

  

 

担 当 課 産業振興課 電 話 ８８－６６３８ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  高級茶生産振興事業 

予 算 額 １，３９５千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 茶園環境改善事業補助金  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 高品質な玉露・てん茶生産には被覆棚は不可欠であり、高級茶である

宇治茶の更なる品質向上及び増産のため、被覆棚施設整備に対して支援

を行い、茶どころ宇治田原として、更なる宇治茶生産振興を図る。 

 

〈内 容〉 

○府農業振興事業（茶園環境改善事業） 

被覆棚施設整備 0.3ha（棚資材分のみを補助） 

  対象者…農協及び茶生産農家の組織する集団 

  補助額…事業費の40％又は10a当たりの補助金額の上限40万円のうち

いずれか低い金額 

事 業 費 補 助 金 4/10 

1,800,000円 720,000円 

 

 

○町農林業振興事業（農業合理化近代化促進事業） 

  高級茶生産被覆省力化 0.3ha（棚資材及び被覆ネットを補助） 

  対象者…高級茶生産を目標として被覆の省力化のために事業を実施

する農家 

  補助額…事業費の15％又は10a当たりの標準事業費の15％のうちいず

れか低い金額 

事 業 費 補 助 金 1.5/10 

4,500,000円 675,000円 
 

担 当 課 産業振興課 電 話 ８８－６６３８ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 農林業振興事業費補助金 

予 算 額 ５，５００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 
共同製茶等省力化 

推進事業補助金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 宇治田原町の農林業の活性化に関する事業に要する経費に対し補助金

を交付することにより、本町の農林業者の経営改善及び共同化を促進 

し、農林業の生産性を高め、近代化を促進することを目的とする。 

 

〈対象事業〉 

 ○農業共同施設及び共同化促進事業 

  【事業区分】・共同製茶工場及び設備 

        ・水田及び畑作共同利用設備 

        ・茶業振興共同利用設備 

 ○農業合理化近代化促進事業 

  【事業区分】・防霜ファン整備 

        ・省力柿皮むき機 

        ・みず菜パイプハウス及び出荷調整施設 

        ・きゅうり選果機 

        ・乗用型管理機等 

        ・茶園造成 

  

  

担 当 課 産業振興課 電 話 ８８－６６３８ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  大福茶園再造成事業 

予 算 額 ２３，４８０千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 農山漁村地域整備交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

宇治田原町湯屋谷地区大福集団茶園は、茶園造成後約４８年が経過し

ており、茶樹の老齢化による減収に加えて、茶畑の傾斜度が２０度前後

の急傾斜地形で、農作業効率が悪く労働生産性の低い茶園であるため、

再造成により、生産性を向上させるとともに、茶どころ宇治田原として

更なる宇治茶生産振興を図る。 

 

〈大福茶園概要〉 

 ○所在：宇治田原町大字湯屋谷地内 

○茶園面積：１０．４ha 

○受益者数：７名（土地所有者１３名） 

 

（事業経過及びスケジュール） 

 ○平成２３年度  

  ・宇治茶の生産拡大を目指し、京都府と宇治田原町などで取り組む 

「宇治茶の基盤整備プロジェクト」事業において、大福茶園が再造

成のモデル箇所となる。 

 ○平成２４年度～平成２５年度 

  ・大福茶園再造成に係る概略設計を実施し、地元協議を実施 

○平成２６年度 

・造成調査設計 

・地形図作成委託 

・環境調査業務 

○平成２７年度～平成２９年度（予定） 

・農地造成 

 

 

 

 

担 当 課 産業振興課 電 話 ８８－６６３８ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 林地内危険木緊急撤去事業 

予 算 額 ２，０００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 近年頻発する集中豪雨により、町内各所で土砂災害が発生しており、

その際林地内にある伐倒木等が流れ出すことによる人家等への被害拡大

が懸念されているところである。 

そこで危険な伐倒木等に対し、適切な滑落や流出防止対策を施し、林

地内を適正に整理・管理することで、土砂災害の防止や被害拡大を防ぐ

ことを目的とする。 

 

〈内 容〉 

 ○林地内の谷地形部や、流量の多い渓流等に近接した区域にある伐倒

木等を、集中豪雨による増水があっても影響を受けない斜面上部に

撤去する。 

○必要に応じて枝払・玉切・片付を実施し、林地内の整理等

  を実施する。 

 

〈対象林地〉 

 ○過去に土砂災害が発生した箇所等で、再発した場合人的被害が及ぶ

と想定される箇所 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 産業振興課 電 話 ８８－６６３８ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  有害鳥獣対策事業 

予 算 額 ９，５３７千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 野生鳥獣被害総合対策事業補助金  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 有害鳥獣による農林作物等の被害が増加する中、被害の軽減及び防除

対策が急務なことから、有害鳥獣駆除及び被害防止の各種対策に取り組

み、被害の縮小に努め農林業の活性化を図る。 

  

〈内 容〉 

事  業 補助内容等 事業費(千円) 

有害獣駆除事業 

 

○駆除事業 

 有害鳥獣捕獲駆除対

策を実施 

（宇治田原町有害鳥獣

駆除対策協議会、綴喜郡

猟友会等の関係機関と連

携） 

○個体数処理等委託 

 

１,６０５千円 

有害鳥獣被害 

防止対策事業 

 

○狩猟免許取得等助成 

 

１,２６５千円 

有害鳥獣被害 

調査事業 

 

○野猿等による被害調査 

 

○野猿等の追い払い 

６,６６７千円 

 

担 当 課 産業振興課 電 話 ８８－６６３８ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 中小企業経営支援事業 

予 算 額 ４,４４２千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  〈趣 旨〉 
中小企業の負担を軽減し経営安定を図るため、信用保証料及び融資利

子に対し補給金を交付し、中小企業の経営を支援する。 
〈内 容〉 

保

証

料

補

給

金 

融資制度の種類 交付対象融資額 交付率 

京 都 府

中 小 企

業 融 資

制度 

小規模企業 

おうえん融資 

1,250万円以下 
保証料の3/4 

経営発展支援融資 

（設備投資内災害復旧） 

8,000万円以下 

保証料の3/4 

交付限度額 

50万円 

経営支援緊急融資 
8,000万円以下 

東日本大震災緊急融資 

（復興緊急資金） 

2億円以下 

 

融

資

利

子

補

給

金 

融資制度の種別 交付対象融資額 交付対象期間 交付率 
京都府

中小企

業融資

制度 

小規模企業 
おうえん融資 

1,250万

円以下 

 

 

 

 

 

 

 

融資を受

けた日の属

する月から

起算して

12月以内 

所定の貸付利息

によって支払わ

れた利子額の

50%以内 

経営発展支援融資 
（設備投資内災害復旧）  

8,000万

円以下 

所定の貸付利息

によって支払わ

れた利子額の

90%以内 

経営支援緊急融資 
8,000万

円以下 

所定の貸付利息

によって支払わ

れた利子額の

50%以内 

交付限度額50万

円 
あんしん借換融資 

2億円以下 

東日本大震災緊急

融資（復興緊急資

金） 

2億円以下 

㈱日本

政策金

融公庫

融 資 制 度 

小規模事業者経営

改善資金 

1,500万

円以下 

所定の貸付利息

によって支払わ

れた利子額の

50%以内 

 

担 当 課 産業振興課 電 話 ８８－６６３８ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事  業  名 がんばる まちの商店・企業応援事業 

予  算  額 ６，２００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容 

 

〈趣 旨〉 

町内で事業を行い、震災の影響等により厳しい経営を余儀なくされる

小規模事業者の経営改善や中小企業の販路開拓等を支援するために京都

府の補助制度（※）との連携も図りながら、町独自に緊急的支援を実施す

る。 

〈内 容〉 

（※）京都府中小企業ステップアップ事業（補助上限額10万円・補助率10/10） 

クール京都首都圏・海外発信事業等（補助上限額200万円・補助率1/2） 

〈事業実施期間〉 

  平成２４年度～平成２６年度の３年間 

 

事 業 内 容 事業費（千円） 

町内小規模事

業者おうえん

事業 
（小規模事業者： 
中小企業基本法の
規定による従業員 
20名以下の事業所） 
（注）業種により異
なる 

・商工会の経営指導を受け、 

省エネ対策や販売促進、店舗 
のバリアフリー化等の経営改 

善事業を実施する小規模事業 
者を支援する（対象事業費の

１/２以内で２０万円まで） 

３，０００ 

中小企業販路

拡大支援事業 
 
（中小企業：中小企
業基本法の規定に
よる資本金３億円
以下または従業員 
300名以下の企業） 
（注）業種により異
なる 

・中小企業が町外で実施され 

る展示会へ出展する経費を支 

援する（出展及び移送に要す

る経費の１/２以内で40万円

まで※宇治田原町産のお茶及

びそれを使用した商品の販路

拡大の場合は経費の１/２以

内60万円まで） 

３，２００ 

担 当 課 産業振興課 電 話 ８８－６６３８ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事  業  名 プレミアム商品券発行事業補助金 

予  算  額 ２５０千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容 

 

〈趣 旨〉 

 長引く経済不況のなか、町内商工業者の活性化を図るために町商工会

が発行する商品券に対してプレミアム分の１/３と、発行に必要な事務費

の１/２を補助金として交付する。 

 

〈プレミアム商品券の詳細について〉 
① 発行団体   宇治田原町商工会 
② 発行総額   3,300千円（うちプレミアム分300千円）  
③ 販売価格   550円（うちプレミアム分50円） 
④ 発行枚数   6,000枚 

 

〈補助対象経費等について〉           （単位：千円） 

 
補助対象額内訳 

 宇治田原町 京都府 ※ 商工会 

プレミアム分 ３００ 
１００ 

（１/３） 

１００ 

（１/３） 

１００ 

（１/３） 

事務費 ３００ 
１５０ 

（１/２） 
 

１５０ 

（１/２） 

【参考】※ 介護保険返戻地域活性化事業費補助金（商品券発行事業） 

介護保険サービスを利用していない高齢者やその家族の長年にわたる健康維

持の努力や家族の介護の負担等に報い、併せて地域の活性化に繋げるため、

商店街等の「プレミアム商品券」の発行を支援し、その一部を保険料の返戻

分として活用する。  

(1) 事業内容 プレミアム商品券発行事業補助  

商店街振興として、地域での消費を喚起する「プレミアム商品券」の発

行事業への支援 

(2) 補助対象経費 プレミアム付加費用（補助率１/３以内） 

 

担 当 課 産業振興課 電 話 ８８－６６３８ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事  業  名 観光振興計画策定事業 

予  算  額 ７,５００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容 

 

〈趣 旨〉 
  町の豊かな自然や文化、歴史などの観光資源はもとより、これまで

あまり注目されていない地域資源の掘り起こしを行い、単体では観光

的インパクトが弱い資源を融合させ、新たな複合的観光資源としての

枠組みを構築し、観光的魅力の向上と町の活性化を図るため、その指

針となる「観光振興計画」を策定する。 

 

〈事業内容〉（下記業務支援をコンサル委託する） 
 ○策定期間 

  平成２６年４月～平成２７年３月 
 ○事業推進体制 

  （仮称）観光振興計画策定委員会の運営 

  委員構成：学識経験者、町内観光産業関係者、外部人材 
公募委員 

 ○作業内容（予定） 

・観光資源、イベント等の洗い出し及び現状、課題分析 

・アンケート等の実施及び分析 

・関係団体及び住民とのワークショップの開催 

・観光振興の基本方針設定 

・観光戦略の検討 

・アクションプランの策定 

・計画書作成 
 

 

 

 

 

 

担 当 課 産業振興課 電 話 ８８－６６３８ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事  業  名 末山・くつわ池自然公園管理業務委託事業 

予  算  額 ３,８４８千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容 

 

〈趣 旨〉 
 年間約１万人が訪れ、本町の豊かな自然と親しむことができるレクリ

エーション活動の場として主要な施設である「末山・くつわ池自然公園

」の改修や維持管理に必要な経費を補助することにより、同公園の利用

客へのサービス向上や利用促進を図る。 

 

（内 容〉 

 

 

事 業 内 容 事業費（千円） 

公園施設改修 

工事 

 

○オートキャンプ場付近トイ

レ改修工事（トイレの増設及

びバリアフリー化等） 

 

○料金所付近道路整備工事 

（公園への進入路が離合不可

能なため退出路を整備） 
 

※農林業振興事業補助金の特

認事業として事業費の１／２

を補助 

 

３，４４８ 

公園施設維持

管理費用 

公園内浄化槽等の維持管理経

費の一部 
４００ 

担 当 課 産業振興課 電 話 ８８－６６３８ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 小中一貫教育推進事業 

予 算 額 ５，７１１千円 新規継続の別 拡 充 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 みらい戦略一括交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 平成２５年２月に小中連携・一貫教育あり方検討会議から答申のあっ

た「宇治田原町小中連携・一貫教育のあり方検討会議審議のまとめ」の

“「ふるさと宇治田原」を愛し、未来に羽ばたく子どもたちの育成をめ

ざして”に基づき、町を挙げて住民ぐるみで、小学校、中学校の義務教

育９年間の一貫教育の推進を図る。 
 
〈内 容〉 

� 「小中一貫教育推進協議会」 

 ・構成：各小中学校の PTA、学校評議員、読み聞かせ隊、学校支援ボ

ランティアコーディネーター、ふるさと塾、小中学校校長等、

教育委員会 

 ・内容：「小中一貫教育」の方針と全体推進、学園構想、運営体制、 
コミュニティ・スクール等基本的な事項の協議・企画 
 

� コーディネーター教員の後補充教員を配置 

 ・「教職員の人事交流」「３校連携」「小中一貫教育推進」の核とな

るべきコーディネーター役の教員を任命することに伴い、コーディ

ネーター教員の後補充教員を配置する。 
 

� 各学校の教諭の相互交流を試行実施 

・平成２３年度から小学校で本格的に英語の授業が始まったことか 
ら、英語と算数・数学の習熟度に応じて、小中学校の教諭が相互に

交流する授業など、学力向上のための将来的なビジョンについて情

報と意見を交換する。 
 
 

担 当 課 教育委員会 教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  学校の教育力向上支援事業 

予 算 額 
８，１４８千円 

(職員人件費の一部) 
新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 本町が進める小中一貫教育の推進に係わり、学校（学園）運営の組織

体制づくりや小中９年間を見通した教育課程の編成等に係る小中学校へ

の指導、コミュニティ・スクールシステムの導入、町民への情報発信等

について専門的立場から指導助言を行うとともに、生徒指導上の諸問題、

いじめ防止対策等に係る小中学校への支援体制の強化について積極的な

役割を担う人材を配置する。 
 

〈内 容〉 

「割愛教職員」の配置 

・小中９年間を見通した学校（学園）運営の組織体制づくりや教育

課程の編成等に係る小中学校への指導及び生徒指導上の問題、不登

校問題、いじめ防止等に係る対策に積極的な役割を担う教職員を教

育課に１名配置する。 

 

〈配置効果〉 

・本町が進める小中一貫教育に係る教育課程の編成、学園構想、町民

への情報発信等に専門的な立場から指導助言を行なうことにより学校

の教育力の向上を図る。 

 

・学校、保護者、地域、関係機関と連携した児童生徒の規範意識の醸

成と問題行動の早期発見・迅速な指導、いじめ防止推進・個別の課題

を抱える児童生徒への対応等について中心的な役割を果たすことによ

り、安心安全な学校づくりを目指す。 

 

 

担 当 課 教育委員会 教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  「こども司書」育成事業 

予 算 額 １０７千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 感受性の豊かな子どものうちに読書の習慣を身につけることを目的に

小学校において図書委員等が図書の専門的知識を習得し、学校図書室の

充実と読書に親しみやすい環境創造の担い手とするために「こども司書」

を養成する。「こども司書」は、児童一人ひとりへの読書の楽しさを広

めるリーダーとして、また、国語の学習力の向上の手助けとなる役割を

担う。 

 

〈内 容〉 

� 「こども司書」養成課程 

 ・学校図書室での実践活動 

 ・町立図書館での体験活動 

 ・養成課程修了者には認定証を授与 

 

〈事業予定〉 

 ４月  「こども司書」養成プログラム策定（小学校、図書館と協議） 

     学校図書委員などから「こども司書」候補生を募集 

 ５月～ 「こども司書」養成課程開講 

     ・小学校内での実践活動 

      貸出業務、読み聞かせ、図書の分類・配架 

            （学校図書館司書による指導） 

     ・町立図書館との連携 

            図書館司書との情報交換、町立図書館での体験活動 

※ ４月～９月（前期）及び１０月～３月（後期）の２クール実施 

 

〈参 考〉こども司書の養成実績 

 平成２２年度 ２２人（後期のみ） 

 平成２３年度 ５５人（前期 ２８人、後期 ２７人） 

 平成２４年度 ５６人（前期 ２８人、後期 ２８人） 

 平成２５年度 ５２人（前期 ２６人、後期 ２６人） 

担 当 課 教育委員会 教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  外国人青年招致事業 

予 算 額 １０，９０４千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 
事 業 内 容  

 
〈趣 旨〉 

 国際化、情報化が進む中で、英語指導助手（ＡＬＴ）を配置すること

により、児童生徒が英語や異文化に触れ国際理解・感覚を身につけグロー

バル社会への適応力を培うとともに、生涯学習事業等に参加することに

より、住民と広く交流を図り、国際化社会への理解を深める。 

 

〈内 容〉 

英語指導助手（ＡＬＴ）を、24 年度までの 1 名から 25 年度以降は中

学校に１名、小学校・保育所等に１名、計２名を配置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 
〈事業経過〉 

 ・平成 13 年 8 月着任～14 年 7 月帰任   （カナダ） 

 ・平成 14 年 8 月着任～16 年 7 月帰任   （カナダ） 

  ・平成 16 年 7 月着任～18 年 7 月帰任   （アメリカ） 

  ・平成 18 年 8 月着任～21 年 7 月帰任   （アメリカ） 

  ・平成 21 年 7 月着任～23 年 7 月帰任   （アメリカ） 

・平成 23 年 7 月着任～26 年 7 月帰任予定  (アメリカ） 

・平成 25 年 8 月着任～27 年 8 月帰任予定  (アメリカ）             

・平成 26 年 7 月着任予定～ 

〈事業費〉 

 人件費  8,308 千円 

 事業経費 2,596 千円 

担 当 課 教育委員会 教育課 電 話 ８８－５８５０ 

【英語指導助手（ＡＬＴ）配置計画】 

 

・中学校        週５.０日 

・小学校        週４.０日 

・保育所等       週１.０日 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  幼稚園教育振興費 

予 算 額 １１,８２３千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 幼稚園就園奨励費補助金 

 
事 業 内 容  

 
〈趣 旨〉 

 幼稚園教育の振興を図るため、私立幼稚園の設置者が当該幼稚園に在

籍する園児の保護者に対して入園料及び保育料の軽減を図ることを目的

とする。 

  また、園児の健康を増進し、幼稚園教育の振興を図るため、町内に設

置された私立幼稚園の園長又は設置者が当該幼稚園に在籍する園児を対

象に健康診断を実施する場合に助成する。 

 

〈事業内容〉 

 ・宇治田原町私立幼稚園就園奨励費補助事業  

    平成 22 年度実績  95 名 8,435,100 円 

平成 23 年度実績 104 名 8,897,560 円 

    平成 24 年度実績  94 名 7,539,800 円 

    平成 25 年度実績  84 名 8,676,437 円 

 

・宇治田原町内私立幼稚園健康診断補助事業 

      うぐいす幼稚園児に対しての補助事業 

     平成 22 年度園児数     35 名 

平成 23 年度園児数     38 名  

平成 24 年度園児数     26 名 

     平成 25 年度園児数     36 名 

 

・町内の私立幼稚園（現状：うぐいす幼稚園）に通園する幼児につい

て、月額3,000円を25年度より追加補助する。 
２歳児  １名 

  ３歳児 １５名 
  ４歳児  ８名 
  ５歳児 １６名 計 ４０名 
 
   平成25年度実績 40名 1,315,000円 

担 当 課 教育委員会 教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  高校生通学費補助金 

予 算 額 １３，１４７千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 みらい戦略一括交付金 

 
事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 保護者の経済的負担軽減を図り生徒の就学支援を推進するため、高校

等（専修学校及び各種学校）通学費の一部を補助する。 

 

〈対象者〉 

 高校等に通学する生徒の保護者（中学校卒業後３年間） 

 

〈補助内容〉 

○通学定期券購入の場合 

通学定期購入額の年間合計額より、初乗り運賃相当額（200円）の通

学定期購入金額を控除した額に、2/3を乗じた額 

 

 ○上記以外の場合 

通学定期購入額の年間合計額より、初乗り運賃相当額（200円）の通

学定期購入金額を控除した額に、1/2を乗じた額 

 

 

※補助対象経費（上限なし）×1/12 

（100円未満の端数が生じた場合は、四捨五入した額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 教育委員会 教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  学力充実事業 

予 算 額 
７，４４９千円 

(小学校4,847千円、中学校2,602千円) 
新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 みらい戦略一括交付金 

 
事 業 内 容  

 
〈趣 旨〉 

各種学力診断テストの実施結果を分析し、現状の課題を見出し、指導

計画の改善に努めるとともに、テスト結果からわかる児童生徒一人ひと

りの習熟度に合わせたきめ細かい指導を実施し、児童生徒全員の学力の

充実・向上を図る。 
 
〈内 容〉 

� 個に応じた指導の充実 

 ・小・中学校に補助教員（各校１名）を配置 

    小学校（低学年を中心に指導補助） 

  中学校（特別支援を中心に指導補助） 

 ・少人数授業、習熟度別授業の実施 

 ・特別支援を必要とする児童への個別指導 

 ・放課後・長期休業中の個別指導 
 

� 学力診断テストの実施 

 ・ＣＲＴテスト（小学校全学年：国・算、中学校１，２学年：国・数・英） 

 ・京都府学力診断テスト  小学校 ４年生（国・算） 

                          中学校  １年生（国・数） 
２年生（国・数・英） 

 ・校内実力テスト     中学校 ３年生（国・数・社・理・英） 
 ・全国学力・学習状況調査 小学校 ６年生（国・算） 
              中学校 ３年生（国・数） 
  
� 学力診断結果の活用 

 ・学校教育研究指定校事業として（研究テーマ：小中連携と学力向 
上対策）全学校を研究校に指定 

  ・学力テストの結果分析による授業改善 

 ・各学校の分析・研究成果を学校間で共有し、町全体の学力向上 
及び共通課題の解決を図る 

   
� 小・中学校の連携 

  ・教育推進研究会活動の充実を図り、小・中での相互間の授業実施 
を図る。 

担 当 課 教育委員会 教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事  業  名 特別支援教育充実事業 

予  算  額 ４，４０９千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 みらい戦略一括交付金 

 

事 業 内 容        

 

〈趣 旨〉 

 小学校の通常学級等に在籍する発達障がい（ＬＤ=学習障がい、ＡＤＨ

Ｄ=注意欠陥・多動性障がい、高機能自閉症等）のある児童・生徒に対し

て、適切な教育的支援や支援体制の整備等を行うため、特別支援補助教

員を配置し、小学校における特別支援教育の充実を図る。 

 

〈内 容〉 

� 「特別支援補助教員」の配置 

発達障がいのある児童生徒に対して学校全体が組織的、体系的に取

り組む体制の充実を図るため、各小学校に特別支援補助教員を１名 

（計２名）を配置する。 

 

〈配置効果〉 

・特別支援教育コーディネーター活動（教育相談や関係機関との連携 

等）の充実 

・児童生徒一人ひとりの指導計画・特別支援計画の作成 

・一人ひとりの状況に応じたきめ細やかな指導の推進 

担 当 課 教育委員会 教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  茶の里っ子を育む学習事業 

予 算 額 
４１５千円 

（小学校253千円、中学校162千円） 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 
「KYO発見 仕事・文化体験

活動」推進事業補助金  

 
事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 「日本緑茶発祥の地」である宇治田原町の子どもたちに、お茶等に関

する学習を小学校時から系統的に実施することにより、町の伝統文化や

産業、食育に関する知識を高め、宇治田原に誇りと愛着心を持つ子ども

たちを育成する。 
 
〈学習カリキュラム案〉 

小学校 

１～４年 

○茶摘み体験（毎年） 

○茶の製造工程（手揉み体験） 

○茶工場見学 

○古老柿作り 

○郷土の歴史（永谷宗円の功績など） 

お茶検定【３級】 

小学校 

５～６年 

○茶摘み体験（毎年） 

○おいしいお茶の入れ方 

○茶香服体験 

○茶園の手入れ（除草、施肥など） 

○茶道クラブ（選択） 

お茶検定【２級】 

中学校 

１～３年 

○伝統文化調べ学習 

○伝統文化体験 

○煎茶、抹茶、茶を使った料理、茶香服体験 

○伝統的な郷土料理 

お茶検定【１級】 

  

・伝統文化に関する授業は、総合学習・社会科・家庭科・選択授業など

の時間を有効に活用して実施。 

・系統的な学習を推進するため、町独自のお茶検定テストを実施。   

担 当 課 教育委員会 教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  本に親しみ豊かな心を育む図書整備事業 

予 算 額 
４，２５７千円 

(小学校2,588千円、中学校1,669千円) 新規継続の別 拡 充 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 
事 業 内 容  

 
〈趣 旨〉 
 学校図書の蔵書の充実を図り、児童一人ひとりが読書に親しみやすい

環境を創造することを目的に、学校図書室に図書館司書等を配置し、児

童の読書活動を促進するとともに、国語の学習力の向上を図る。 
 
〈対 象〉 
 小、中学生児童・生徒 
 
〈内 容〉 
� 学校の図書室に図書館司書を配置 

各小学校の図書室に司書資格を有する者１名（計２名）、中学校の

図書室にも司書資格を有する者１名を配置する。 

 ・学校図書室における蔵書整理 

 ・学校図書システムデータ整理及び入力 

 ・児童・生徒に対する読書指導 

 

� 学校図書購入 

小学校、中学校の学校図書室に図書を整備することにより、蔵書

の充実を図る。 

 【拡充内容】 

学校図書室図書標準を充足するよう、H26～H30 の５年間で計画的

に図書を整備（学校図書整備基金を活用） 

  
〈参 考〉 

学校図書室図書標準率 

・田 原 小 学 校・・・91.0％ 

・宇治田原小学校・・・92.0％ 

・維孝館中学校 ・・・79.0％ 

※ 学校図書室図書標準＝学級数に応じて学校図書室に整備すべき 

蔵書の標準 

担 当 課 教育委員会 教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事  業  名 中学生ふれあいサポーター配置事業 

予  算  額 ９９３千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 みらい戦略一括交付金 

 

事 業 内 容        

 

〈趣 旨〉 
 校内において「あいさつ・声かけ」など保護者や先生だけでなく第三

者の大人が身近に関わることで生徒が授業に集中でき、充実した学校生

活を送れるように、ふれあいサポーターを配置する。 
 
〈内 容〉 
 学校等と連携を図りながら、校内を巡回するなどして生徒たちの見守

り支援活動を実施する。 
 
� 活動内容 

・「あいさつ・声かけ」や見守り活動 
回数：週３日 
時間：１日４時間程度（時間帯は学校と調整）   

※ 長期休業期間中は除く 

 

  

 

担 当 課 教育委員会 教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  英語力向上推進事業 

予 算 額 ４５０千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 
事 業 内 容  

 
〈趣 旨〉 
 生徒の英語への意識向上と英語活用能力の向上のため、英語検定を実

施。中学校卒業までに３級合格を目指し、意欲を持って検定試験に臨む

ことにより、日々の学習意欲を高め、英語学力の向上と全ての教科学習

への意欲を高めるきっかけとする。 
 
〈目 的〉 
 ・ＡＬＴ２名体制を有効に活用し、中学校内において英語を使って外

国青年と積極的に触れ合うことで、国際感覚を身につけさせる 
 ・英語検定に合格することで自らに自信を持ち、将来に活かせる進路

選択の一つとし、国際舞台で活躍できる素質を養う。 
 
〈対 象〉 
 中学１、２、３年生の希望者 
  
〈内 容〉 
 ・英語検定１～５級受験 

・年１回の英語検定受験費用を全額補助する。 

 

担 当 課 教育委員会 教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  生涯学習推進事業 

予 算 額 ２，０１９千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 
事 業 内 容  

 
〈趣 旨〉 

 少子高齢化、情報化社会のなかで、個人が生きがいのある人生を過ご

すことや自己学習の向上にむけて「いつでも・どこでも・だれもが」学

習機会を選択して学ぶことのできる生涯学習のまちづくりを推進する。 

 

〈内 容〉 

� 生涯学習講座「グリーンライフカレッジ」開催 

青少年教育、成人教育、人権教育、女性教育、家庭教育、高齢者教

育、歴史教室、国際交流など、様々な講座メニューを展開し住民に

生涯学習の機会を提供する。 
 

� 学社連携事業や青少年健全育成などの事業に取り組む地域子ど   

も会、ＰＴＡ、地域青少年を守る会などに対して助成金を交付し、

地域での学校外活動を支援する。 

 

〈生涯学習の推進にあたって〉 

・社会教育委員会や生涯学習推進協議会等による調査・審議 

・文化協会など関係機関・団体等と連携した事業の展開 

・ボランティア組織や「まちの名人」、「出前講座」の活用など 

担 当 課 教育委員会 教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  宇治田原ふるさと文化賞実施事業 

予 算 額 １５８千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 
事 業 内 容  

 
〈趣 旨〉 

 郷土愛を育むとともに、宇治田原町に対する再認識、再発見をするた

めの文化活動を行う。 
改めて自分の身の回りの情景や、郷土に対する観察力を向上させるこ

とを目的とする。  

 

 

〈内 容〉 

○「私たちの宇治田原」をテーマに俳句を募集 
○選考委員会を設置し、各部門ごとの入賞作品を決定。 

・小学生部門、中学生部門の２部門を設定 
・入賞者による発表の場を設定 
選考委員：町長、教育委員長、教育長、各小中学校長 など 

 
 
〈対象者〉 
 町内各小中学校在校生 
 

担 当 課 教育委員会 教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 宇治田原歴史資料活用推進事業 

予 算 額 １，８００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 みらい戦略一括交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 「町史編纂事業」「茶史編纂事業」等で収集した歴史調査結果を基に、

「お茶のまち宇治田原」を町内外へ発信する。 
 
 
〈内 容〉 

宇治田原を再認識・再発見するため、宇治田原町における歴史資料等

を基に、講座を開催する。 
 また、過去の調査資料を利用しやすくするためのデータ整理や、町内

文化歴史資料の活用を行う。 

担 当 課 教育委員会 教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事  業  名 放課後子ども教室推進事業 

予  算  額 ７５６千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（国・府）・単 独 補 助 制 度 名 京のまなび教室推進事業費補助金 

 

事 業 内 容        

 

〈趣 旨〉 

 子どもを取り巻く環境の変化や家庭及び地域の子育て機能・教育力の

低下が指摘される中、放課後等に子どもたちが安全で安心して健やかに

育まれる居場所をつくり、地域住民の参画を得て、スポーツや文化体験

活動等の取り組みを実施する。 

 

設置場所 田原小、宇治田原小（各１教室） 

対象児童 町内小学校に在籍するすべての児童 

開 設 日 毎週水曜日  14:30～16:00 ※長期休業日は除く 

指導者等 コーディネーター、学習アドバイザーを設置 

（地域住民、退職教員、社会教育委員等を活用） 

活動内容 宿題等の学習、スポーツ、文化活動、地域ボランティアと

の交流など 

 ※放課後児童（元気っ子クラブ）と連携して実施 

〔平成 25年度の主な活動内容〕 

 ・地域ボランティア等による学習や体験活動 

  クラフト、押し花づくり、環境学習、俳句づくり、 

人形劇、お茶の作法 など 

・スポーツ推進委員によるスポーツ体験教室 

 ・京都府立大学との連携 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 教育委員会 教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事  業  名 読み聞かせボランティア養成事業 

予  算  額 ５０千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容        

 

〈趣 旨〉 

  図書館内外で子どもたちを対象に読み聞かせを行うボランティア

の育成及びレベルアップを目的とした研修を行うことにより、子ど

もたちの読書活動に資するものとする。 

 

〈内 容〉 

  ボランティアの養成及び技術の向上を目的とする研修会の実施。 
 

〈事業費〉 

  講師謝金 50,000円 

担 当 課 
教育委員会 教育課 

（図書館） 
電 話 ８８－５８５０ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事  業  名 放課後児童健全育成事業 

予  算  額 １７，２２９千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 
「のびのび育つ」こども応援

事業費補助金 

 

事 業 内 容        

 

〈趣 旨〉            

 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、遊びや生活の場

を提供することにより、その健全な育成を図る。 

 

〈施 設〉 

 田原児童育成施設  （大字郷之口、保育所南隣） 

 宇治田原児童育成施設（大字岩山、まるやま交流館内） 

 

〈対象児童〉 

 町内小学校に在籍する４年生以下で下記に該当する児童 

 ・保護者が労働等により昼間不在となるため、家庭での必要な保護が 

  受けられない児童 

・保護者が疾病又は出産その他やむを得ない事情により、家庭での必 
 要な保護が受けられない児童 

  ・その他、教育長が保護を認める児童 

 

〈開設時間〉 

 ○平日：下校時～１８時３０分 

  ○土曜・長期休業期間：８時００分～１８時３０分 

 

〈事業費〉 

 人件費   10,772千円 

 事業費    6,457千円 

 

 

 

 

 

担 当 課 教育委員会 教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事  業  名 健康トライ！いきいきスポーツ実践事業 

予  算  額 １９８千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容        

 

〈趣 旨〉 

加齢による身体的変化の中でも大きな要素である「筋肉量の減少」

の防止を図るため、「町生涯スポーツ振興プラン」に基づき住民の

運動意欲を高めるための情報発信及び啓発活動を行う。 

 

〈内 容〉 

➢ “貯筋”カード発行 

筋力トレーニングを始めるきっかけづくりを提供するとともに、

トレーニングルームの利用率アップを図るため「“貯筋”カード」

を発行する。 

“貯筋”カード： 

トレーニングルーム利用料 一回（３時間上限） 一人３００円 

トレーニングルームを１回利用するごとにカードにスタンプを押 

印し、３０円の貯金をすることができる。１０回利用することで３ 

００円を貯める仕組みで、貯金した３００円を１回無料で利用でき 

る。（３０円×１０回＝３００円） 

対象：１６歳以上でトレーニングルーム利用承認証保持者（使用

講習会受講済者） 

 

➢ 運動実践カレンダー作成 

  教育委員会等が主催する健康・スポーツに関わる各種イベント情 

報等に加え、一日のウォーキングの際の歩数又は時間を記入、グラ

フ化し、運動と体調の関連性を見ることができできるように工夫し

た「運動実践カレンダー」を作成・配布する。 

 

担 当 課 
教育委員会 教育課 

（住民体育館） 
電 話 ８８－４５６７ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  みんなで食べよう！ふれあい給食開催事業 

予 算 額 １５４千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  
 

〈趣 旨〉 

 学校給食に対する理解を深め、学校、家庭、地域が連携して子どもの

食育を推進するため、特産品であるお茶を使った献立「茶ッピーラン 

チ」の参観日給食での提供や試食会開催をはじめ、調理員と児童が一緒

に給食を食べるなど、多くの方が学校給食にふれあえる機会を設ける。 

 

〈内 容〉 

実施内容 概  要 

参観日「茶ッピー 

ランチ」の提供 

まちのマスコット「茶ッピー」にちなんだ、

特産品であるお茶を使用した「茶ッピーラン

チ」を参観日の給食に提供。 

祖父母参観や１年生保護者給食試食会に提供 

「茶ッピーランチ」

試食会の開催 

「茶ッピーランチ」試食会開催 

栄養教諭による食育指導も併せて実施 

開催場所：共同調理場 

開催月：５月、１０月（予定） 

人 数：１０名/月 

職員と児童のふれあ

い給食の実施 

調理員が学校へ出向き、児童と一緒に給食を

食べる「ふれあい給食」を実施。 

学校給食レシピ集の

作成 

「茶ッピーランチ」を中心に、学校給食のレ

シピ集を作成し、試食会で配布したり、ホー

ムページ上にアップする。 

 

 

担 当 課 
教育委員会 教育課 

（学校給食共同調理場） 
電 話 ８８－２２５５ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 下水道普及促進事業〔公共下水道事業特別会計〕 

予 算 額 ３，７１３千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 
〈趣 旨〉 

 公共下水道及び浄化槽整備推進事業の水洗化促進のため、啓発活動、

融資あっせん制度等により普及を図る。 
 

〈事業概要〉  
① 公共下水道普及促進奨励金の交付 

公共下水道供用開始日から３年以内に排水設備の改造工事をする

世帯に普及促進奨励金（２万円）を交付する。  

 

※平成２６・２７年度普及促進強化年度（２ヵ年度限定の拡充） 

供用開始３年以内の接続要件を緩和し、３年以上経過している世帯

にも２ヵ年度限定で公共下水道普及促進奨励金２万円を交付する。 
 

② 排水設備改造資金の融資あっせん 

公共下水道及び町設置浄化槽に接続するための工事費用につい

て、指定金融機関の融資のあっせんを行う。 

・あっせん額：１００万円以内 

・融資利率 ：１．０％（平成２５年度現在） 

・返済方法 ：４８ヶ月以内の元利均等月賦償還 
 

③ 生活扶助世帯排水設備改造工事費用の助成 

  生活保護法による生活扶助世帯に対して、公共下水道及び町施設

置浄化槽に接続するための工事費用を助成する。 
  

④ 水洗化促進戸別勧奨 
下水道普及促進員の活用により未接続世帯への戸別勧奨を行い、

水洗化率の向上を図る。 
 
⑤ 普及促進のための啓発活動 

広報及びＰＲチラシ作成、水洗化相談窓口など 
 

 

担 当 課 上下水道課 電 話 ８８－３３３７ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 公共下水道（管渠）整備事業〔公共下水道事業特別会計〕 

予 算 額 ２４６，２６２千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 
汚水処理施設交付金 
社会資本整備総合交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 
 「快適な暮らしと自然を守る町」をめざして、住みよいまちづくりと
田原川をはじめとする自然環境を守るため、公共下水道の管渠整備を推
進する。 
 

〈事業概要〉 
整備面積     約５ha（南、岩山、禅定寺） 

 人口普及率目標  ６４．５％ 

 事業費内訳概要 
  ・管渠建設工事(面整備工事)   153,400 千円 

  ・水道管移設補償          29,800 千円 

   ・水道管移設受託工事       35,200 千円 

  ・郷之口中継ポンプ場増設工事   20,000 千円 

  ・実施設計等            7,862 千円 

 

〈推移等〉 
① 計画  

整備面積 計画人口 事業期間

全体計画 407 ha 12,200人 Ｈ35年度

都市計画決定 403 ha － －

現許可計画 247 ha 9,200人 H30年度  第６期 ５回変更

備　　　　　　　　考

 平成４年３月策定　平成１８年度末見直し

 平成５年１２月決定　平成２０年１月見直し

② 普及・整備状況 

行政人口（人） 整備面積（ha） 整備人口（人） 人口普及率（％）

H22年度末 9,964 126.7 5,664 56.8

H23年度末 9,909 129.6 5,685 57.4

H24年度末 9,817 132.4 5,702 58.1

H25年度末見込 9,817 147.2 6,110 62.2

H26年度末見込 9,817 152.5 6,330 64.5

 

担 当 課 上下水道課 電 話 ８８－３３３７ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 公共下水道（処理場）整備事業〔公共下水道事業特別会計〕 

予 算 額 １２１，８６８千円 新規継続の別 拡 充 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 社会資本整備総合交付金 

 

事 業 内 容  

 
〈趣 旨〉 
 下水道普及促進に伴う処理場の処理水量の増加から、処理場処理施設
の計画的な増設に取り組む。 
 
〈概 要〉 
 水処理施設（最初沈殿池・反応槽） 機械電気設備工事 
 
〈事業費〉 
 需用費        ８６８千円 
 委託料      １，０００千円 
 工事委託   １２０，０００千円 
 
〈処理能力〉 

現有能力（水処理施設）   今回増設計画        全体計画 
  ３，１００m3／日 →  ３，９００m3／日 →  ７，１００m3／日 
 
〈総事業費〉 
 概算総事業費      ８２８，０００千円 
 （中継ポンプ場増設費含む） 
  
〈増設計画〉 

年 度 事 業 概 要 

21～22 土木工事 

最初沈殿池（１池） 

好気性ろ床（４池） 

26～28 機械電気設備工事 

最初沈殿池（１池） 

好気性ろ床（１池） 

脱水機（１基） 
 

担 当 課 上下水道課 電 話 ８８－３３３７ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 浄化槽建設事業〔公共下水道事業特別会計〕 

予 算 額 ５，３２３千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 
〈趣 旨〉 
公共下水道計画区域外の地域における公共用水域の水質汚濁の防止、豊

かな生活環境づくりを図ることを目的に、浄化槽の計画的な面的整備に

取り組み、全町水洗化に取り組む。 

 

 

〈事業概要〉 

高尾及び奥山田地区において、浄化槽を設置する。 

・浄化槽設置工事   ５基 

・測量調査設計委託  一式 

 

 

〈整備状況の推移〉 

高尾地区 奥山田地区 計

H21年度末累計 １０基 ４２基 ５２基

H22年度 ５基 ５基

H23年度 ０基 ０基

H24年度 ５基 ５基

H25年度見込 ２基 ２基

H26年度見込 １基 ４基 ５基  

 

 

〈整備手法〉 

総務省所管の起債事業である「個別排水処理施設」事業で取り組む。 

 

 

 

担 当 課 上下水道課 電 話 ８８－３３３７ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 合併処理浄化槽設置整備事業 

予 算 額 ２，０８１千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名 
汚水処理施設交付金 
合併処理浄化槽設置整備事業費補助金  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

公共用水域の水質保全を図るため、浄化槽を設置する者に対し費用の

一部を補助する。 
 

 

〈対象地域〉 

公共下水道事業認可区域外の地域 
 

 

〈事業概要〉 

浄化槽 ７人槽 ５基（４１４千円／基） 

 

 

〈補助状況の推移〉 

郷之口 荒木 南 岩山 禅定寺 立川 湯屋谷 奥山田 計

H21年度末累計 2基 1基 51基 52基 22基 42基 40基 28基 238基

H22年度末 1基 2基 3基

H23年度末 1基 1基

H24年度末 1基 1基

H25年度末見込 2基 1基 2基 5基

H26年度末見込 1基 1基 3基 5基  
 

 

 

担 当 課 上下水道課 電 話 ８８－３３３７ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  西ノ山配水池系統（銘城台安定供給）新設事業〔水道事業会計〕 

予 算 額 ５６，０００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 銘城台地区への安心で安全な水道水の安定的な供給、また、城南衛生管

理組合クリーン２１長谷山への供給のため、新たな西ノ山配水池系統の水

道施設新設に取り組む。 
 
 

〈内 容〉 
 ・舗装本復旧工事 

   町道部       5,500㎡ 

   国道部         300㎡ 

 ・附帯工事        一式 
 

〈事業計画〉 

平成24年度 実施設計 

用地測量 

  10,679千円 

    483千円 

平成25年度 配水池及び加圧ポンプ新設工事 

送水管布設・加圧ポンプ室築造 

配水管布設工事 

用地購入 

148,050千円 

  23,625千円 

49,862千円 

15,620千円 

平成26年度 舗装本復旧工事等  56,000千円 

計  304,319千円 

   

 

 

担 当 課 上下水道課 電 話 ８８－３３３７ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  くつわ池送水管新設事業〔水道事業会計〕 

予 算 額 ４，６００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 くつわ池配水池への安定的な水道水の供給のため、現在の送水管ルー

トを廃止し、西ノ山配水池から送水する送水管新設事業に取り組む。 
 
 
〈内 容〉 

 実施設計 送水管   HIVP φ50 550ｍ 

      送水ポンプ 吐出量 15ℓ/min 3.7kw H=30ｍ 

 

 

〈事業計画〉 

平成26年度 実施設計 

平成27年度 送水管布設 

平成28年度 加圧ポンプ新設工事 

 
 

〈参 考〉 
 既設送水管は、宇治川ラインから宇治田原浄化センター前のくつわ池
林道に埋設し、途中、２段階の加圧ポンプにより送水しているが、施設
は老朽しており、また、くつわ池林道は落石による通行止めで、維持管
理が困難な状況にある。 

担 当 課 上下水道課 電 話 ８８－３３３７ 
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平成２６年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  水道施設耐震診断事業〔水道事業会計〕 

予 算 額 １５，０００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補 助 制 度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 安心で安全な水道水の安定的な供給のため、水道施設の地震被害の未

然防止に向け、計画的な耐震診断に取り組む。 
 

〈内 容〉 
 平成２３年度作成の耐震化基本計画（簡易耐震診断）に基づき、宇治

田原浄水場等の詳細な耐震診断を実施する。 

 

〈対象施設〉 
 ・取水場、浄水場及び配水池の各水道施設（配水管等除く） 

浄水場 宇治田原浄水場、立川浄水場 

取水場 上柳原取水場、柳原取水場、立川取水井、 

大地取水井 

配水池 中央配水池、南配水池、立川配水池、 

くつわ池配水池、湯屋谷配水池、 
長山配水池、緑苑坂配水池、禅定寺配水池、 

工業団地配水池 

 

 ・平成２６年度対象施設 

宇治田原町浄水場管理本館、立川配水池、くつわ池配水池 
   

〈事業計画〉 

平成23年度 耐震化基本計画作成(簡易診断) 

3,990千円 

平成24年度～平成27年度 耐震診断（詳細） 
概算事業費 39,000千円 

平成28年度～平成31年度 耐震化工事 
 

担 当 課 上下水道課 電 話 ８８－３３３７ 

 


